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井
伊
直
弼
試
論

〜
幕
末
政
争
の
一
断
面
〜
（
中
の
一
）

菊

地

久

序

蝦
夷
地
分
領
化
を
手
掛
か
り
に

一

阿
部
正
弘
病
没
以
降

二

井
伊
直
弼
大
老
就
任
（
以
上
、『
北
海
学
園
大
学
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
』

掲
載
）

三

幕
府
権
力
の
内
で
、
枢
機
の
掌
握
へ
（
本
号
）

四

幕
府
権
力
の
内
で
、「
御
用
」
と
「
暴
政
」

五

藩
際
社
会
の
中
で

結

大
獄
に
関
連
し
て

三

幕
府
権
力
の
内
で
、
枢
機
の
掌
握
へ

以
下
に
見
る
深
川
寺
町
界
隈
の
屋
敷
並
び
の
こ
と
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
幕
末
の
当
時
、
隅
田
川
の
東
岸
は
江
戸
城
を

西
岸
に
仰
ぐ
郊
外
の
田
園
地
帯
で
あ
っ
た
が
、
河
口
か
ら
永
代
橋
、
新
大
橋
、
両
国
橋
と
続
く
深
川
か
ら
本
所
ま
で
の
エ
リ
ア
は
、
対
岸

北研 53 (4・1) 339

井伊直弼試論



が
外
壕
の
内
で
両
岸
に
わ
た
っ
て
水
路
が
走
り
、
荷
の
搬
送
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

折
々
の
人
の
移
動
も
容
易
な
便
宜
の
地
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
橋
筋
か
ら
道

な
り
に
賑
や
か
な
町
屋
が
広
が
り
、
野
趣
を
残
す
周
囲
に
は
社
寺
に
入
り
交
じ
っ
て

大
名
の
下
屋
敷
も
散
在
し
て
い
た
。
霊
巌
寺
を
中
心
と
す
る
深
川
の
寺
町
界
隈
も
そ

う
し
た
一
郭
で
あ
り
、
江
戸
の
全
域
を
東
か
ら
斜
め
に
鳥
瞰
し
た
『
江
戸
一
目
図
屏

風
』（
文
化
六
﹇
一
八
〇
六
﹈
年
（
1
））
は
、
永
代
橋
上
手
の
仙
台
藩
蔵
屋
敷
横
か
ら
手
前

に
通
じ
る
仙
台
堀
川
と
新
大
橋
下
手
そ
ば
か
ら
同
様
の
小
名
木
川
に
挟
ま
れ
て
こ
の

二
筋
が
真
横
に
流
れ
る
大
横
川
と
交
錯
す
る
ま
で
の
地
に
、
中
央
に
散
在
す
る
寺
屋

根
の
ぐ
る
り
、
水
路
を
引
き
込
ん
だ
藏
屋
敷
と
も
ど
も
木
々
に
囲
ま
れ
た
諸
大
名
の

別
邸
を
描
き
出
す
。
後
年
の
『
東
京
一
目
新
図
』（
明
治
三
〇
﹇
一
八
九
七
﹈
年
（
2
））
を

眺
め
る
と
、
仙
台
堀
川
に
面
し
て
三
菱
親
睦
園
の
豪
壮
な
洋
館
屋
敷
が
あ
り
、
小
名

木
川
と
大
横
川
が
交
わ
る
辺
り
に
は
二
つ
、
三
つ
と
草
地
に
か
こ
ま
れ
た
園
池
が
記

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
往
事
が
偲
ば
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
は
白
河
の
開
放
公
園
や
清
澄
庭
園
と
し
て
知
ら
れ
る
三
菱
親
睦
園

は
、
幕
末
の
頃
は
老
中
「
久
世
大
和
守
」
広
周
の
下
屋
敷
で
、
遅
く
と
も
享
保
の
頃

か
ら
関
宿
藩
久
世
家
が
受
け
つ
い
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
小
名
木
川

沿
い
の
下
屋
敷
は
各
大
名
家
が
所
有
す
る
抱
屋
敷
が
多
く
、
時
々
の
『
江
戸
切
絵
図
』

を
た
ど
る
と
そ
れ
な
り
の
当
主
交
代
も
あ
り
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
改
め
の
近
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江
屋
版
『
切
絵
図
』
に
よ
れ
ば
、
草
地
に
園
池
が
横
た
わ
る
場
所
に
は
松
本
藩
「
松
平
丹
波
守
」
と
上
田
藩
「
松
平
伊
賀
守
」
が
隣
り
合
っ

て
屋
敷
を
構
え
て
い
た
（
3
）。
こ
の
内
、
松
本
藩
松
平
家
の
「
五
四
二
二
坪
（
4
）」
は
歴
代
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
松
平
忠
固
（
忠
優
）
が
当
主
で

あ
っ
た
上
田
藩
の
倍
規
模
以
上
の
屋
敷
は
同
藩
を
含
め
た
複
数
藩
の
所
有
で
数
度
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
（
5
）、よ
う
や
く
弘
化
嘉
永
の
交
に
、

お
そ
ら
く
は
忠
固
の
老
中
就
任
に
合
わ
せ
て
そ
の
併
合
保
有
と
な
っ
て
い
た
。
幕
閣
で
「
腹
心
」
の
僚
友
と
目
さ
れ
た
久
世
広
周
と
松
平

忠
固
は
、
船
で
一
漕
ぎ
で
、
つ
な
ぎ
に
も
好
個
の
場
所
に
、
そ
れ
な
り
の
規
模
の
別
邸
を
あ
つ
ら
え
て
い
た
。

驚
く
の
は
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
嘉
永
五
年
の
尾
張
屋
版
『
切
絵
図
』
は
、
今
度
は
松
本
藩
「
五
四
二
二
坪
」
の
当
主
交

代
を
告
げ
（
た
だ
し
文
久
年
間
に
は
当
主
復
帰
）、
側
用
取
次
で
あ
っ
た
「
本
郷
丹
後
守
」（
泰
固
）
の
名
を
記
す
（
6
）。
前
年
の
暮
れ
に
加
増

さ
れ
て
七
千
石
高
と
な
っ
た
本
郷
は
、
こ
の
前
後
、
巣
鴨
の
下
屋
敷
は
そ
の
ま
ま
に
、
新
た
に
当
地
に
も
別
邸
を
設
け
て
い
た
。
当
時
、

本
郷
の
同
僚
で
将
軍
世
子
の
家
定
付
き
に
転
じ
た
側
用
取
次
の
松
平
忠
徳
が
亡
く
な
り
、
彼
が
松
平
忠
固
の
分
家
筋
で
義
父
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
あ
た
か
も
そ
の
欠
落
を
補
う
よ
う
な
動
き
で
、
と
て
も
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
よ
し
ん
ば
こ
う
し
た
縁
故
関
係
が
な
く

と
も
、
将
軍
家
慶
の
「
御
寵
臣
」
と
噂
さ
れ
た
側
用
取
次
が
時
の
老
中
の
下
屋
敷
隣
り
に
別
邸
を
設
け
、
し
か
も
『
切
絵
図
』
に
よ
っ
て

そ
の
事
実
が
す
ぐ
に
知
れ
る
こ
と
を
承
知
で
そ
う
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
偶
然
で
あ
る
筈
は
な
く
、
む
し
ろ
城
内
の
事
情
通
へ
の
仄

め
か
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。
程
な
く
、
阿
部
正
弘
が
「
上
田
と
本
丹
」
の
連
携
を
言
挙
げ
し
た
こ
と
も
、
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
尾
張
屋
版
『
切
絵
図
』
は
、
井
伊
直
弼
が
大
老
と
な
っ
た
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
改
め
の
界
隈
図
（
7
）で
も
右
の
屋
敷
並
び

を
そ
の
ま
ま
に
描
き
出
す
。
そ
し
て
、
井
伊
は
、
就
任
翌
月
の
五
月
に
松
平
忠
固
の
老
中
罷
免
を
画
策
し
て
よ
う
や
く
将
軍
家
定
か
ら
言

質
を
得
た
後
、
晦
日
に
到
り
改
め
て
そ
の
「
奥
向
」
工
作
の
仲
介
役
を
つ
と
め
た
南
紀
派
の
徒
頭
薬
師
寺
元
真
に
「
右
之
件
々
極
密
取
調

給
り
候
様
」
依
頼
す
る
。「
一
、
阿
部
伊
勢
守
御
加
増
収
納
方
之
事

一
、
同
人
死
後
御
加
増
地
御
取
揚
ニ
可
相
成
と
之
風
聞
ニ
つ
き
、
上

田
・
関
宿
へ
送
り
金
有
之
哉
之
事

一
、
本
郷
丹
後
當
時
勤
振
り
、
悴
石
見
諸
向
よ
り
賄
賂
取
候
哉
之
事

一
、
此
程
中
之
轉
役
之
内
、
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御
役
不
足
申
居
候
者
共
有
之
哉
之
事
（
8
）」。
第
四
項
は
松
平
忠
固
と

と
も
に
一
橋
派
有
司
の
排
除
に
手
を
つ
け
、
玉
突
き
で
「
轉
役
」

が
広
が
る
中
に
そ
の
影
響
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
が
一
綴
り
、
内
、
第
一
項
は
次
項
の
前
提
と
な
る
案
件
で
、
第

二
項
と
第
三
項
が
別
途
追
加
の
手
配
り（
そ
の
意
味
は
後
述
す
る
）

を
見
す
え
た
調
査
項
目
で
あ
り
、
以
上
か
ら
す
る
と
ま
る
で
深
川

の
寺
町
界
隈
が
順
繰
り
の
標
的
と
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一

橋
派
へ
の
対
抗
を
目
指
し
て
大
老
に
就
任
し
た
井
伊
は
、
実
の
と

こ
ろ
、
そ
の
権
力
の
掌
握
を
当
該
方
面
か
ら
、
す
な
わ
ち
将
軍
の

信
任
を
競
う
ラ
イ
バ
ル
の
排
斥
と
こ
れ
を
介
し
た
老
中
席
過
半
の

確
保
か
ら
始
め
て
い
た
。

本
項
で
は
、
右
の
経
緯
を
追
っ
て
、
次
に
井
伊
が
時
の
政
治
課

題
に
向
き
合
う
中
で
海
防
掛
を
中
心
と
す
る
一
橋
派
の
諸
有
司
を

圧
倒
し
、
や
が
て
安
政
の
大
獄
に
踏
み
出
す
ま
で
を
た
ど
ろ
う
と

す
る
。
時
系
列
的
に
は
重
な
り
合
い
、
あ
る
い
は
前
後
入
れ
替
わ

り
な
が
ら
、
し
か
し
、
政
争
に
お
け
る
手
配
り
と
し
て
は
お
そ
ら

く
こ
の
順
に
、「
指
當
り
内
輪
之
處
急
度
御
取
締
（
9
）」
が
企
図
さ
れ
て
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い
た
。
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、「
上
様
」
の
「
思
召
」
に
頼
っ
て
経
験
の
乏
し
い
幕
府
政
務
の
歩
み
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
な
が
ら
、
程

な
く
責
任
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
局
面
で
決
断
を
引
き
受
け
て
主
導
権
を
握
り
、
こ
の
間
の
友
敵
弁
別
の
果
て
に
大
き
く
「
暴
政
」
へ
と
踏

み
出
す
一
幕
三
場
で
あ
る
。

話
を
括
れ
ば
、
前
編
で
も
触
れ
た
よ
う
に
大
方
は
「
永
田
町
の
政
治
」
な
ら
ぬ
「
千
代
田
城
の
政
治
」
で
、
そ
の
域
を
越
え
る
わ
け
で

は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
改
め
て
細
部
に
踏
み
込
む
と
意
外
に
有
意
の
断
面
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
枢
機
合
議
の

仕
組
み
の
中
で
専
断
が
生
ま
れ
、
専
断
は
下
部
へ
の
人
事
介
入
を
通
し
て
専
制
へ
と
転
じ
、
こ
れ
に
つ
れ
て
実
務
筋
に
広
が
る
合
議
の
シ

ス
テ
ム
は
次
第
に
多
岐
の
選
択
肢
を
絞
り
込
む
機
能
を
失
っ
て
い
く
。
の
み
な
ら
ず
、
専
断
が
専
制
に
転
じ
て
は
在
来
の
制
度
が
便
利
使

い
さ
れ
、
基
底
に
あ
っ
た
公
正
と
衡
平
の
原
理
が
蝕
ま
れ
て
い
く
。
次
項
で
も
改
め
て
述
べ
る
が
、
そ
の
結
果
、
制
度
へ
の
信
頼
感
が
薄

れ
て
政
治
権
力
は
む
き
だ
し
に
な
り
、
対
抗
と
逸
脱
、
迎
合
と
打
算
の
中
に
状
況
化
が
加
速
す
る
。
内
側
か
ら
「
徳
川
之
天
下
も
是
切
な

る
へ
し
（
10
）」
と
の
無
念
の
声
が
漏
れ
て
く
る
の
も
、
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

井
伊
直
弼
が
ど
の
よ
う
に
実
権
を
掌
握
し
た
か
、
安
政
五
年
の
四
月
下
旬
か
ら
お
よ
そ
二
ヶ
月
の
動
き
は
既
に
そ
の
大
筋
を
見
た
。
以

下
は
、
手
始
め
と
し
て
右
の
細
部
に
分
け
入
り
、
初
発
一
ヶ
月
の
船
出
を
押
さ
え
て
続
く
一
ヶ
月
の
ゲ
ー
ム
的
状
況
に
触
れ
（
本
号
）、
そ

こ
で
の
決
断
の
引
き
受
け
が
以
後
の
専
断
と
専
制
に
つ
な
が
る
展
開
に
及
び
た
い
（
次
号
）。

ま
ず
は
四
月
の
二
二
日
、
将
軍
家
定
の
「
上
意
」
が
あ
っ
て
「
家
柄
与
申
、
人
物
と
言
、
掃
部
を
指
置
（
11
）」
く
謂
れ
は
な
い
と
し
て
大
老

へ
の
召
命
を
う
け
た
井
伊
は
、
翌
日
以
降
の
立
ち
上
が
り
に
お
い
て
「
上
意
」
と
己
の
「
家
柄
」「
人
物
」
と
の
先
後
優
劣
を
取
り
違
え
る
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こ
と
は
な
か
っ
た
。
譜
代
の
大
身
で
溜
間
詰
筆
頭
の
「
家
柄
」
を
誇
り
、
だ
か
ら
こ
そ
大
老
に
推
さ
れ
て
即
座
に
「
一
老
（
老
中
首
座
）

之
上
（
12
）」
に
席
次
を
得
よ
う
と
も
、
そ
の
門
地
格
式
で
幕
府
政
務
の
経
験
不
足
を
補
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
難
局
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
老

中
連
か
ら
す
れ
ば
、
井
伊
は
新
参
で
事
情
を
弁
え
ず
、
さ
し
あ
た
り
「
員
に
具
ふ
る
而
已
（
13
）」
の
手
駒
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ろ
う
。
主
導
権
を

握
ろ
う
と
す
れ
ば
、
頼
る
べ
き
は
上
座
に
座
っ
た
途
端
に
「﹇
御
政
事
向
﹈
即
日
よ
り
議
論
御
対
話
（
14
）」
す
る
押
し
の
強
さ
と
、
し
か
し
、
そ

れ
に
も
ま
し
て
己
の
強
面
を
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
す
る
将
軍
の
「
上
意
」「
台
慮
」
で
あ
っ
た
。
月
が
改
ま
っ
て
程
な
く
正
面
の
政
敵
で
あ
っ
た

一
橋
派
の
松
平
慶
永
と
対
面
し
た
際
、
先
任
の
老
中
で
あ
る
「
伊
賀
殿
（
松
平
忠
固
）
大
和
殿
（
久
世
広
周
）
抔
を
小
身
者
と
下
ヶ
墨
ま

れ
て
人
も
無
氣
に
申
さ
る
抔
」、
身
代
家
格
を
頼
ん
で
「
傲
慢
尊
大
」
な
物
言
い
を
重
ね
な
が
ら
、
殊
更
に
「
上
様
の
御
様
子
」
に
触
れ
「
お

も
ひ
し
よ
り
御
慥
な
る
事
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
は
ま
さ
に
象
徴
的
で
あ
る
。「
是
迄
ハ
何
事
も
申
上
さ
り
し
故
思
召
立
も

あ
ら
せ
ら
れ
す
候
へ
と
、
余
御
役
と
な
り
て
已
来
は
何
事
と
な
く
申
上
げ
る
に
殊
に
悦
は
せ
給
う
御
事
な
り
。
追
〃
御
輔
佐
申
上
げ
た
ら

ん
に
は
、
天
下
之
御
政
務
筋
ニ
お
ゐ
て
何
の
御
不
足
か
あ
ら
ん
（
15
）」。

井
伊
と
そ
の
周
辺
は
、
さ
し
あ
た
り
は
こ
の
よ
う
に
「
上
様
」
の
「
思
召
」
を
掲
げ
て
主
導
権
を
確
保
し
よ
う
と
し
、
障
碍
と
な
る
者

を
「
奸
侫
邪
智
之
人
（
16
）」
と
断
じ
て
逸
速
く
の
党
派
性
を
示
し
た
。
具
体
的
に
は
「
御
役
」
に
就
い
て
か
ら
わ
ず
か
に
一
五
、
六
日
の
間
、

顧
み
て
阿
部
正
弘
を
論
難
し
、
見
渡
し
て
本
郷
泰
固
と
そ
の
党
与
を
排
斥
の
対
象
と
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
先
任
老
中
で
あ
る
松
平
忠
固

等
の
罷
免
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
程
な
く
の
五
月
晦
日
、
薬
師
寺
元
真
に
改
め
て
「
極
密
取
調
べ
給
り
候
様
」
依
頼
し
た
案
件
は
、
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
一
綴
り
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
動
き
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。
井
伊
の
発
言
に
戻
れ
ば
、
政
務
へ
の
関
与
を
不
安
視
さ
れ
た
家
定
が
「
お
も
ひ
し
よ
り
御
慥
な
る
事
」
か
ど
う
か
、

そ
の
判
断
の
適
否
は
し
ば
ら
く
措
く
。
ポ
イ
ン
ト
は
、「
是
迄
ハ
何
事
も
申
上
さ
り
し
故
思
召
立
も
あ
ら
せ
ら
れ
す
」
と
語
っ
て
い
た
よ
う

に
、
齢
三
〇
半
ば
に
差
し
か
か
る
家
定
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
意
図
的
に
政
務
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
き
た
と
見
た
こ
と
、
裏
を
返
せ
ば
こ
の
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間
に
先
任
の
老
中
や
近
侍
の
者
が
不
都
合
な
差
配
を
重
ね
て
き
た
と
断
じ
た
点
に
あ
る
。
側
近
の
宇
津
木
景
福
が
ま
と
め
書
き
送
っ
た
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
井
伊
は
世
上
「
暗
君
之
如
く
申
唱
え
候
」
家
定
に
「
御
職
掌
」
柄
何
ら
問
題
が
な
く
、
か
ね
て
か
ら
「
何
と
も
合
點
不

参
事
」
と
思
っ
て
い
た
が
、
大
老
と
な
っ
て
直
接
に
話
を
聞
き
大
凡
の
理
由
が
分
か
っ
た
と
し
て
、
以
下
の
判
断
を
示
し
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
ペ
リ
ー
来
航
直
後
に
前
将
軍
の
家
慶
が
亡
く
な
る
混
乱
の
中
で
、
後
継
の
家
定
が
「
福
山
（
阿
部
正
弘
）
初
臣
等
」
の
申
し
立
て

に
よ
っ
て
政
務
当
面
の
老
中
等
へ
の
「
御
委
任
」
を
受
け
入
れ
、
以
来
そ
の
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
「
福
山
臣
等
為
御
任
ニ
付
、
国
家
大

厄
難
之
御
時
節
ニ
候
得
共
、
穏
ニ
治
り
候
な
と
ゝ
欺
き
、
終
ニ
今
日
之
場
ニ
至
」
っ
た
と
見
た
の
で
あ
る
（
17
）。
言
う
と
こ
ろ
の
「
今
日
之
場

ニ
至
」
る
が
何
を
意
味
す
る
か
、
敷
衍
す
る
説
明
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
押
さ
え
て
き
た
井
伊
の
立
ち
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
大
凡
の
と

こ
ろ
は
察
し
が
つ
く
だ
ろ
う
。
阿
部
正
弘
の
差
配
の
下
、
徳
川
斉
昭
や
島
津
斉
彬
等
、
親
藩
や
外
様
の
有
力
大
名
が
幕
府
政
治
に
関
与
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
斉
昭
の
実
子
で
あ
る
一
橋
慶
喜
が
家
定
の
後
継
に
押
し
出
さ
れ
て
き
た
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
顛
末
を
意

味
し
た
の
で
あ
り
、
後
嗣
に
紀
州
の
慶
福
を
望
む
家
定
が
井
伊
と
の
対
話
の
末
に
「
初
而
御
さ
と
り
被
遊
候
趣
ニ
相
聞
へ
」
る
反
応
を
示

し
た
こ
と
（
18
）は
こ
れ
を
あ
る
程
度
裏
付
け
る
。

枢
機
独
占
を
習
い
と
す
る
譜
代
層
、
そ
の
代
表
格
と
も
い
う
べ
き
井
伊
直
弼
が
、
ま
ず
阿
部
正
弘
の
開
か
れ
た
差
配
を
難
じ
た
こ
と
は

十
分
に
頷
け
よ
う
。
た
だ
、
井
伊
の
大
老
就
任
は
阿
部
の
病
没
か
ら
一
年
弱
、
改
め
て
彼
の
差
配
を
問
題
に
し
て
も
施
政
の
示
し
を
つ
け

る
以
上
の
意
味
は
な
い
。
新
参
の
大
老
が
実
権
の
掌
握
を
は
か
ろ
う
と
し
て
優
先
さ
れ
る
べ
き
は
、明
ら
か
に
他
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

宇
津
木
が
先
の
ま
と
め
の
末
尾
で
「
福
山
臣
等
」
の
文
言
に
つ
き
「
本
文
に
臣
等
与
認
候
事
ハ
、
本
郷
丹
波
守
様
ヲ
重
ニ
申
候
事
、
其
餘

ニ
も
侫
人
有
之
様
子
、
右
等
は
追
々
御
穿
鑿
被
遊
、
御
除
き
被
遊
候
与
奉
存
候
」
と
補
足
し
て
い
た
こ
と
（
19
）は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
阿
部
病

没
後
に
か
え
っ
て
勢
い
を
強
め
て
側
用
取
次
か
ら
若
年
寄
に
昇
っ
た
本
郷
泰
固
、
従
っ
て
ま
た
「
奥
向
」
に
未
だ
散
在
す
る
筈
の
そ
の
党

与
等
、
現
有
の
近
侍
勢
力
一
部
が
早
晩
排
除
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
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だ
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
井
伊
が
「
上
意
」
を
頼
っ
て
真
っ
先
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
老
中
松
平
忠
固
の
排
斥
で
あ
り
、「
一
老
」
堀

田
正
睦
と
も
ど
も
の
罷
免
を
介
し
た
や
が
て
の
枢
機
寡
占
で
あ
っ
た
。「
奥
向
ニ
而
ハ
評
判
宜
」
し
い
忠
固
（
20
）の
排
除
は
い
わ
ば
家
定
の
信

任
を
争
う
ラ
イ
バ
ル
の
追
い
落
と
し
に
近
く
、
そ
こ
か
ら
表
の
老
中
組
み
替
え
に
進
ん
で
半
ば
を
同
調
分
子
で
押
さ
え
る
こ
と
が
出
来
れ

ば
、
井
伊
は
「
思
召
」
頼
り
の
ひ
弱
さ
を
脱
し
て
よ
う
や
く
実
権
の
掌
握
、
政
権
の
安
定
へ
の
展
望
を
得
る
。
ま
し
て
「
宗
家
の
元
老
（
21
）」＝

大
老
で
次
期
将
軍
の
産
婆
役
と
な
れ
ば
、
安
定
は
相
当
の
持
続
に
つ
な
が
る
筈
で
あ
る
。
た
や
す
く
こ
う
し
た
予
想
が
つ
く
以
上
、
手
を

拱
い
て
い
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。
前
編
で
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
五
月
の
初
旬
に
家
定
か
ら
堀
田
罷
免
の
意
向
が
示
さ
れ
た
の
を
受
け
て
暫

く
の
猶
予
を
求
め
、
中
旬
を
迎
え
る
と
今
度
は
家
定
に
松
平
忠
固
「
御
役
御
免
」
の
裁
可
を
願
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
い
く
ど
か
薬
師

寺
元
真
等
南
紀
派
の
人
脈
を
通
じ
て
「
公
方
様
」
へ
の
働
き
か
け
を
繰
り
返
す
。
そ
し
て
、
下
旬
に
入
る
と
改
め
て
「
堀
田
様
・
伊
賀
守

様
御
一
所
ニ
御
役
御
免
」
を
持
ち
出
し
て
、
ど
う
に
か
「
段
々
御
考
被
遊
候
処
、
如
何
に
も
尤
之
義
ニ
付
指
免
し
候
様
可
致
」
と
の
言
質

を
得
た
の
で
あ
る
（
22
）。
当
日
は
二
五
日
、
前
月
二
三
日
の
大
老
就
任
か
ら
わ
ず
か
一
ヶ
月
を
過
ぎ
る
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

井
伊
の
「
上
意
」
頼
り
は
、
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
ま
で
で
あ
っ
た
ろ
う
。
南
紀
派
を
通
じ
た
「
奥
向
」
へ
の
工
作
は
、「
上
田
（
松

平
忠
固
）」
の
罷
免
に
「
丹
後
（
本
郷
泰
固
）」
の
排
除
を
絡
め
て
、
あ
る
い
は
そ
の
跡
席
へ
の
間
部
詮
勝
等
の
押
し
込
み
を
と
も
な
っ
て
、

以
降
も
な
お
継
続
し
て
お
り
、
決
し
て
断
念
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
幕
府
内
部
の
抗
争
は
、
五
月
か
ら
六
月
へ
と
次
第
に
政
治

課
題
を
め
ぐ
る
綱
引
き
の
様
相
を
強
め
、
井
伊
も
ま
た
そ
こ
で
地
力
を
試
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
何
よ
り
も
内
外
の
問
題
が
日
延

べ
の
効
か
な
い
、
あ
る
い
は
切
迫
し
た
局
面
に
入
っ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、
加
え
て
は
家
定
が
井
伊
に
自
前
で
結
果
を
出
す
こ
と
を

求
め
て
い
た
。
自
身
の
判
断
か
、
側
近
の
助
言
に
拠
っ
て
か
、
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、
家
定
は
そ
の
罷
免
人
事
の
是
認
に
つ
づ
け

て「
御
養
君
之
儀
、漸
治
定
致
候
処
、執
政
両
人
も
取
除
ケ
障
り
出
来
候
而
ハ
一
大
事
与
思
召
候
間
」、こ
れ
が
事
済
み
と
な
る
ま
で
は「
見

合
候
様
と
の
上
意
」
を
告
げ
、
井
伊
が
「
其
段
ハ
御
引
受
」
け
し
て
も
な
お
「
何
分
御
気
懸
り
ニ
付
、
達
而
見
合
候
様
」
と
の
念
押
し
を
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入
れ
て
い
た
（
23
）。
枢
機
の
改
編
に
先
ん
じ
て
政
治
課
題
へ
の
対
応
を
促
し
た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
後
嗣
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
ま
ま

で
結
果
を
出
せ
、
で
き
る
筈
だ
、
こ
じ
ら
せ
る
な
と
婉
曲
に
告
げ
た
の
で
あ
る
。
薬
師
寺
は
側
近
の
助
言
に
出
る
と
見
て
後
々
ま
で
「
丹

波
（
平
岡
道
弘
）
抔
之
内
存
哉
も
難
計
、
残
念
奉
存
候
」
と
悔
し
が
っ
た
（
24
）が
、
井
伊
と
し
て
は
も
は
や
「
致
方
無
之
」、
未
だ
実
権
の
掌
握

が
覚
束
な
い
中
で
「
閣
中
の
内
乱
（
25
）」
に
臨
む
し
か
な
か
っ
た
。

で
は
、
こ
の
間
に
「
堀
田
様
・
伊
賀
守
様
」
等
は
さ
れ
る
が
ま
ま
だ
っ
た
の
か
。
勿
論
、
そ
ん
な
筈
は
な
い
。
老
中
を
中
心
に
実
務
的

な
決
裁
や
手
配
り
が
行
わ
れ
る
制
度
慣
例
の
下
で
、
各
々
が
大
老
へ
の
対
抗
や
牽
制
、
大
老
と
鼎
立
す
る
中
で
の
入
り
組
ん
だ
取
引
に
出

て
、「
閣
中
の
内
乱
」
を
一
層
波
乱
含
み
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
昨
日
は
愛
牛
（
井
伊
）
と
錯
邏
（
堀
田
）
と
天
帝
（
家
定
）
に
謁

し
、
其
後
又
前
之
二
名
別
世
界
に
て
密
話
あ
り
、
其
後
又
錯
（
堀
田
）
と
條
（
忠
固
）
と
別
世
界
に
話
す
。
不
知
為
何
事
」（
岩
瀬
忠
震
（
26
））

と
い
う
不
可
解
な
光
景
が
、
こ
の
先
、
六
月
も
半
ば
に
い
た
っ
て
な
お
目
撃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
伊
賀
守
様
」
松
平
忠
固
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
老
中
執
務
の
『
日
記
』
を
残
し
て
お
り
（
27
）、
再
任
以
降
は
直
後
の
安
政
四
年
九
月
と
一

〇
月
、
堀
田
が
上
洛
し
て
不
在
で
あ
っ
た
翌
五
年
の
二
月
と
三
月
、
そ
し
て
罷
免
が
そ
の
下
旬
で
あ
っ
た
六
月
の
勤
仕
振
り
が
分
か
る
。

当
然
、
井
伊
が
大
老
と
な
っ
て
か
ら
の
五
月
が
気
に
な
る
が
、
当
月
分
は
堀
田
が
同
様
の
『
日
記
（
28
）』
を
残
し
て
い
て
一
定
の
補
足
が
可
能

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
業
務
日
誌
で
あ
っ
て
、
史
料
的
に
は
そ
こ
に
記
さ
れ
る
勤
仕
振
り
か
ら
い
く
つ
か
の
状
況
証
拠
が
拾
え
る
だ

け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
当
時
の
観
察
や
伝
聞
の
記
録
そ
の
他
関
連
事
項
と
つ
き
あ
わ
せ
る
と
意
外
に
示
唆
に
富
み
、
何
故
に
「
奥
向
ニ

而
ハ
評
判
宜
」
し
く
、「
取
除
ケ
」
ら
れ
る
ま
で
に
ど
う
動
い
た
か
が
見
え
て
く
る
。
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『
日
記
』
記
載
の
期
間
に
は
、
ハ
リ
ス
や
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス
の
登
城
謁
見
と
い
っ
た
重
大
行
事
が
挟
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
前
の
「
場
所

見
分
」は
記
録
す
る
も
の
の
当
日
の
行
事
は
一
切
省
か
れ
、定
例
の
城
中
儀
礼
の
詳
細
煩
瑣
と
好
対
照
を
な
す
。
こ
う
い
っ
た
特
徴
が
あ
っ

て
あ
れ
こ
れ
興
味
深
い
の
だ
が
、そ
れ
は
さ
て
お
き
、政
争
絡
み
で
と
り
わ
け
目
を
ひ
く
の
は
堀
田
不
在
の
二
月
と
三
月
、「
自
分
大
和
殿
、

御
逢
可
被
遊
旨
丹
波
守
（
平
岡
道
弘
）
申
聞
、
両
人
如
例
御
前
に
出
、
御
用
相
伺
引
（
29
）」
と
、
久
世
と
と
も
に
度
々
の
召
し
出
し
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
家
定
が
中
奥
の
御
座
之
間
で
、
あ
る
い
は
表
の
黒
書
院
・
白
書
院
・
大
広
間
に
出
向
い
て
相
手
方
の
親
疎

軽
重
に
応
じ
た
定
例
の
儀
礼
を
こ
な
し
、
こ
れ
に
一
同
揃
っ
て
控
え
あ
る
い
は
扈
従
す
る
と
い
っ
た
業
務
は
隔
日
か
ら
半
月
の
間
を
お
い

て
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
定
式
を
除
い
て
将
軍
常
住
の
中
奥
に
召
し
出
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
再
任
直
後
の
二
ヶ
月
の
間
で

は
ハ
リ
ス
謁
見
の
翌
日
に
堀
田
や
久
世
と
と
も
に
一
度
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
堀
田
上
洛
後
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
は
五
日
と

一
四
日
、
次
い
で
八
日
と
ほ
ゞ
半
月
お
き
に
三
度
、
続
く
一
九
日
越
中
島
調
練
場
「
御
成
」
へ
の
随
身
も
含
め
れ
ば
四
度
、
二
六
日
に
一

同
打
揃
っ
て
を
加
え
る
な
ら
五
度
、
側
近
く
へ
の
召
出
を
受
け
て
い
た
。
堀
田
の
成
果
待
ち
で
政
務
休
止
に
近
い
中
で
は
目
立
つ
筈
で
、

「
昨
日
も
伊
賀
殿
大
和
殿
台
前
へ
出
ら
れ
た
る
よ
し
」
と
囁
か
れ
る
（
30
）所
以
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
二
月
下
旬
に
「
京
師
之
飛
脚
」
が
あ
っ
て

「
閣
内
」
が
一
時
慌
た
だ
し
く
な
っ
た
時
に
は
若
年
寄
に
転
じ
た
本
郷
泰
固
と
幾
度
と
な
く
「
御
開
き
御
用
」、
す
な
わ
ち
「
傍
人
を
遠
け

て
御
座
敷
の
中
央
へ
会
談
あ
る
」
を
繰
り
返
す
。
噂
を
聞
き
つ
け
た
慶
永
が
忠
固
に
問
い
た
だ
す
と
、
久
世
に
「
内
願
の
筋
」
が
あ
っ
て

「
夫
を
台
聽
に
入
候
に
丹
後
（
本
郷
）
ハ
老
功マ
マ

な
る
故
此
者
を
使
ひ
候
上
に
、
僕
も
願
き
申
事
の
候
て
、
か
た
〳
〵
五
六
度
も
呼
出
候
事
候

ひ
し
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
31
）。
既
に
中
奥
を
離
れ
た
本
郷
が
家
定
と
の
折
衝
を
依
頼
さ
れ
る
の
は
不
審
だ
が
、
そ
の
経
歴
か
ら
し
て
元
の
同

僚
配
下
に
手
配
り
が
で
き
た
か
ら
か
、
あ
る
い
は
「
親
戚
」
で
「
懇
意
」
の
石
河
政
平
が
側
衆
と
し
て
中
奥
に
あ
り
容
易
に
連
携
で
き
た

か
ら
か
（
32
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
ル
ー
ト
も
含
め
て
「
奥
向
」
と
の
往
返
が
数
を
増
し
て
い
た
。

家
定
近
侍
の
側
用
取
次
平
岡
道
弘
が
後
々
「
備
中
守
（
堀
田
正
睦
）
と
違
、
伊
賀
守
ニ
ハ
奥
向
キ
ニ
而
評
判
宜
、
御
為
方
与
存
居
候
次
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第
」
と
述
べ
る
の
は
（
33
）、
以
上
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
眼
目
が
後
嗣
問
題
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。『
日
記
』
を
追
え
ば
、
久
世
と

忠
固
に
私
事
に
関
わ
る
「
内
願
の
筋
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
嘘
で
は
な
い
（
34
）。
し
か
し
、「
内
願
」
を
繰
り
返
す
だ
け
の
老
中
に
「
御
為
方
与
存

居
候
」
信
頼
が
生
ま
れ
る
わ
け
は
な
く
、
や
は
り
家
定
の
意
向
を
受
け
た
往
返
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
家
定
が
、

折
か
ら
の
対
外
問
題
に
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
っ
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
忠
固
の
『
日
記
』
を
見
る
限
り
、
ハ
リ
ス
や
ク
ル

チ
ュ
ウ
ス
の
引
見
を
拒
み
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
躊
躇
し
て
老
中
等
を
困
惑
さ
せ
た
様
子
は
窺
え
な
い
。
又
、
通
商
条
約
の
締
結
に
向
け
て

も
そ
う
で
あ
り
、
代
替
り
以
来
の
政
務
「
御
委
任
」
を
な
お
継
続
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
現
に
、
二
月
下
旬
の
「
閣
内
」
の
慌
た
だ

し
さ
は
、
滞
京
中
の
堀
田
か
ら
再
度
の
諸
侯
諮
問
を
求
め
る
朝
旨
が
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
に
「
人
心
居
相
方
之
儀
ハ
如
何
様
共
関
東
ニ
而
御

引
受
」
と
の
「
台
慮
」
を
返
そ
う
と
す
る
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
扱
い
は
「（
堀
田
か
ら
）
被
差
越
候
草
案
之
趣
ヲ
以
、
一

同
評
議
之
上
思
召
相
伺
候
處
、
別
段
思
召
不
被
為
在
候
趣
被
仰
出
候
」
で
一
段
落
し
（
35
）、
た
め
に
関
白
の
九
条
尚
忠
か
ら
は
溜
間
の
井
伊
を

介
し
て
「
今
度
之
台
命
、
将
軍
家
へ
有
躰
ニ
通
し
候
哉
」
と
の
「
御
尋
（
36
）」
が
入
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
半
ば
政
務
休
止
（
37
）で
あ
っ
た
二
月
か
ら
三
月
、
少
な
く
と
も
上
洛
一
行
の
挫
折
が
判
明
す
る
三
月
の
下
旬
過
ぎ
ま
で
、

忠
固
ら
が
度
々
の
召
し
出
し
を
受
け
た
理
由
は
限
ら
れ
て
く
る
。
前
編
で
触
れ
た
よ
う
に
（
38
）、
堀
田
は
一
月
下
旬
の
上
洛
に
先
だ
っ
て
老
中

合
議
の
上
で
「
御
養
君
之
義
」
を
家
定
に
「
言
上
」
し
、「
紀
家
（
慶
福
）
と
兼
而
御
心
に
御
取
極
」
の
返
事
を
得
て
い
た
。「
證
人
之
為

御
用
取
次
を
も
席
へ
加
へ
」
て
行
わ
れ
た
右
の
「
内
意
」
確
認
は
、「
御
用
取
次
」
の
一
員
で
あ
っ
た
夏
目
信
明
か
ら
密
か
に
井
伊
に
伝
え

ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、「
思
召
」
を
聞
か
さ
れ
た
老
中
連
に
あ
っ
て
「
伊
賀
ニ
は
別
而
難
有
思
召
之
段
言
上
」
し
た
こ
と
が
言
い
添
え
ら
れ

て
い
た
（
39
）。
こ
の
よ
う
に
家
定
の
「
内
意
」
を
率
先
し
て
歓
迎
し
た
松
平
忠
固
は
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
決
定
が
「
堀
田
帰

府
之
上
」
と
さ
れ
る
中
で
、
在
府
の
枢
機
ト
ッ
プ
と
し
て
慶
喜
擁
立
の
松
平
慶
永
や
海
防
掛
諸
有
司
の
働
き
か
け
を
正
面
で
引
き
受
け
、

並
行
し
て
は
慶
福
擁
立
で
動
き
は
じ
め
た
井
伊
直
弼
と
も
接
触
を
持
つ
こ
と
に
な
る
（
40
）。
家
定
が
そ
の
忠
固
を
久
世
と
と
も
に
召
し
出
し
て
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談
を
交
え
た
と
す
れ
ば
、
自
身
の
意
向
を
念
押
し
し
て
後
嗣
問
題
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
動
き
を
聴
取
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

降
っ
て
四
月
の
下
旬
、「
堀
田
帰
府
」
直
後
の
井
伊
の
大
老
登
用
は
、
お
そ
ら
く
「
奥
向
」
を
交
え
た
右
の
動
き
に
負
っ
て
い
る
。
通
商

条
約
の
勅
許
が
得
ら
れ
ず
、「
再
應
衆
議
之
上
可
有
言
上
」
と
な
っ
て
再
び
大
名
相
手
に
「
人
心
居
相
方
之
儀
」
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
時
、「
御
養
君
之
義
」
も
又
そ
う
し
た
考
慮
の
枠
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
て
、
堀
田
は
慶
喜
擁
立
の
動
き
に
歩
み
寄
り
、
帰

府
し
て
す
ぐ
に
松
平
慶
永
の
大
老
就
任
を
上
申
す
る
が
、
そ
の
堀
田
が
未
だ
不
在
の
中
で
忠
固
ら
も
や
は
り
歩
み
寄
る
様
子
で
、
慶
永
ら

に
対
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、
か
っ
て
は
苛
立
ち
を
あ
ら
わ
に
し
た
海
防
掛
に
対
し
て
さ
え
「
疳
の
虫
も
稍
納
り
て
人
の
言
ふ
事
も
能
聞

入
れ
（
41
）」
と
い
わ
し
め
る
対
応
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
忠
固
ら
は
な
お
家
定
や
そ
の
近
侍
と
の
連
携
を
保
ち
、

成
り
行
き
と
し
て
は
両
義
的
と
い
う
し
か
な
い
立
場
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
堀
田
の
帰
着
を
前
に
井
伊
の
大
老
登
用
へ
と
飛

躍
す
る
（
42
）。
忠
固
の
『
日
記
』
は
四
月
を
欠
い
て
お
り
、
傍
証
と
し
て
引
け
る
の
は
せ
い
ぜ
い
堀
田
帰
着
の
数
日
前
に
側
衆
石
河
政
平
を
側

用
取
次
に
配
し
た
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
家
定
の
以
下
の
発
言
は
そ
う
し
た
連
携
と
飛
躍
を
問
わ
ず
語
り

に
告
げ
て
い
る
。
家
定
は
、
井
伊
の
大
老
就
任
か
ら
程
な
く
に
そ
の
忠
固
罷
免
の
要
求
を
か
わ
す
中
で
、「
伊
賀
ハ
精
忠
之
者
ニ
付
、
其
方

与
手
を
組
、（「
御
養
君
御
取
極
之
事
」
を
）
万
事
取
計
候
ハ
ゝ
、
為
方
ニ
可
相
成
与
奥
向
之
者
も
申
居
候
間
、
其
つ
も
り
之
処
、
扨
々
案

外
」
と
語
っ
て
い
た
（
43
）。
結
論
は
先
の
平
岡
発
言
に
重
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
見
逃
せ
な
い
の
は
井
伊
の
大
老
登
用
を
求
め
た
「
上
意
」
の

当
事
者
が
、「
奥
向
之
者
」
に
説
か
れ
て
忠
固
が
井
伊
を
迎
え
て
「
手
を
組
」
む
な
ら
事
が
成
就
す
る
と
思
っ
て
い
た
、
と
洩
ら
し
た
こ
と

で
あ
る
。
何
が
進
行
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
、
後
に
井
伊
が
「
己
が
方
人
に
せ
ん
と
て
推
挙
あ
り
し
」
と
忠
固
の
後
押
し
を
口
に
す
る

の
も
（
44
）当
然
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
そ
の
先
五
月
、「
閣
中
の
内
乱
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
で
あ
る
。
忠
固
が
井
伊
の
大
老
登
用
に
手
を
貸
し

た
と
す
れ
ば
、
追
い
風
を
う
け
て
漕
ぎ
出
し
た
こ
と
は
見
や
す
い
。
ま
た
、
当
初
の
優
勢
が
両
義
的
な
対
応
の
末
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
次
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に
は
挟
撃
を
招
い
て
向
い
風
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
井
伊
は
い
ち
速
く
「
奥
向
」
へ
の
工
作
を
通
じ
て
忠
固
の
排

斥
に
乗
り
出
し
て
い
た
し
、
一
橋
派
は
一
橋
派
で
、
前
編
で
触
れ
た
よ
う
に
、
慶
永
や
宗
城
ら
が
「
伊
賀
を
だ
に
黜
け
な
ハ
大
老
は
土
偶

人
の
如
く
な
る
へ
け
れ
」
と
考
え
て
、
い
わ
ば
錯
誤
の
相
乗
り
を
試
み
て
い
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
忠
固
も
程
な
く
劣
勢
を
強
い
ら
れ

て
、
や
が
て
井
伊
の
手
配
り
の
下
で
堀
田
と
も
ど
も
「
取
除
ケ
」
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
問
題
が
「
閣
中
の
内
乱
」
に
あ
り
と
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
点
に
か
か
わ
る
。
六
月
下
旬
を
迎
え
て
の
結
果
は
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
と
い
う
し
か
な
い
の
だ
が
、
井
伊

の
「
上
意
」
に
頼
っ
た
「
堀
田
様
・
伊
賀
守
様
」
排
斥
が
一
旦
は
先
送
り
さ
れ
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
は
間
に
政
治
課
題
へ
の

実
務
的
な
対
応
が
促
さ
れ
る
局
面
が
挟
ま
っ
て
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
結
果
が
ど
う
転
ぶ
か
分
か
ら
な
い
展
開
と
な
っ
て
い
た
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。
少
し
先
を
急
ぎ
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
改
め
て
五
月
に
立
ち
戻
り
、
忠
固
ら
へ
の
風
向
き
が
改
ま
っ
た
こ
と
か

ら
始
め
よ
う
。
当
月
の
城
内
事
情
を
伝
え
る
堀
田
の
『
日
記
』
を
追
う
と
、
変
化
は
意
外
に
早
く
訪
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ハ
リ
ス
と
の
条
約
締
結
先
延
ば
し
の
交
渉
が
終
わ
り
、
こ
れ
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
海
防
掛
一
部
の
左
遷
が
は
じ
ま
っ
た
六
日
当
日

に
、
何
故
か
、
忠
固
と
共
同
歩
調
の
目
立
っ
た
久
世
広
周
、
さ
ら
に
本
郷
泰
固
が
い
ず
れ
も
病
を
も
っ
て
「
不
来
」、
以
降
久
世
は
八
日
間
、

本
郷
は
六
日
間
登
城
せ
ず
、
彼
ら
の
欠
勤
後
半
に
は
忠
固
も
病
と
忌
中
で
五
日
間
登
城
し
な
か
っ
た
（
45
）。
軒
並
み
「
不
来
」
と
は
奇
妙
な
話

で
、
病
気
以
外
の
理
由
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
（
46
）、
こ
れ
に
相
前
後
し
て
広
が
っ
た
の
が
、
当
時
町
奉
行
与
力
上
席
と
さ
れ
た
農
民
出
の

家
持
ち
浪
人
鈴
木
藤
吉
郎
を
中
心
と
す
る
金
銭
供
応
の
疑
惑
で
あ
っ
た
。
藤
吉
郎
は
「
關
閣
（
久
世
）
の
金
主
」
で
「
上
閣
（
忠
固
）
も

亦
金
融
を
依
頼
」
し
、
他
に
も
「
本
郷
丹
州
初
奸
党
に
連
座
も
出
来
可
申
」
と
噂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
47
）。
冒
頭
で
述
べ
た
深
川
寺
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町
界
隈
に
下
屋
敷
を
構
え
る
面
々
が
な
べ
て
陰
口
を
た
た
か
れ
、
向
い
風
に
煽
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
窺
え
る
。

月
の
半
ば
過
ぎ
、
枢
機
に
面
子
が
揃
っ
て
再
び
要
路
の
任
免
が
は
じ
ま
る
と
、
以
上
が
不
穏
な
手
配
り
を
と
も
な
っ
て
蒸
し
返
さ
れ
る
。

飛
び
飛
び
に
続
く
任
免
の
中
で
今
度
は
「
藤
吉
郎
無
二
の
荷
擔
」
と
さ
れ
る
北
町
奉
行
の
跡
部
良
弼
が
左
遷
さ
れ
、
そ
の
跡
席
に
要
路
に

お
い
て
数
少
な
い
「
大
老
腹
心
（
48
）」
の
公
事
方
勘
定
奉
行
石
谷
穆
清
が
就
任
、「
藤
吉
一
条
」
の
摘
発
が
囁
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
折
し
も
井

伊
が
「
奥
向
」
相
手
に
忠
固
の
罷
免
を
強
談
判
し
て
い
た
時
で
、
表
の
枢
機
要
路
に
お
い
て
も
同
様
の
攻
勢
に
出
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ

の
手
配
り
が
恫
喝
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
こ
の
発
令
前
日
の
二
三
日
か
ら
久
世
が
再
び
「
腹
痛
水

」「
眩
暈
」
等
を
も
っ
て
登
城
せ
ず
、

以
来
当
月
一
杯
の
八
日
間
、「
同
篇
不
来
」「
快
方
不
来
」
を
続
け
る
。
傍
ら
で
眺
め
て
い
た
一
橋
派
の
「
賢
侯
」
グ
ル
ー
プ
や
海
防
掛
の

諸
有
司
は
、
久
世
の
早
晩
の
「
落
花
」
を
予
想
す
る
と
と
も
に
、「
愛
牛
先
生
上
格
と
少
敷
葛
藤
を
生
候
哉
（
49
）」
と
井
伊
と
忠
固
と
の
間
に
確

執
を
認
め
、
当
時
最
大
の
政
敵
と
見
た
忠
固
が
久
世
と
同
様
の
仕
儀
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
堀
田
ら
に
引
き
続
い
て
、
忠
固
ら
も
追

い
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
五
月
を
通
し
て
は
井
伊
が
確
実
に
そ
の
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
阿
部
正
弘
の
関
与
も
噂
さ
れ
た
「
藤
吉
一
条
」
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
多
分
に
政
策
絡
み
で
無
理
筋
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
与
っ
て
か
、
六
月
と
な
っ
て
忠
固
の
『
日
記
』
を
紐
解
く
と
い
き
な
り
別
の
光
景
に
行
き
会
い
、
驚
か
さ
れ
る
。

堀
田
の
『
日
記
』
五
月
は
翌
月
が
「
伊
賀
守
二
度
目
月
番
」
で
晦
日
に
彼
一
人
「
召
出
有
」
だ
っ
た
こ
と
を
記
す
（
50
）が
、
忠
固
の
月
開
け
の

『
日
記
』は
ま
ず
そ
の
当
番
の
一
覧
を
久
世
の
勝
手
方
月
番
と
と
も
に
一
渡
り
つ
づ
り
、次
に
久
世
か
ら
本
日
登
城
の
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
、

出
勤
し
て
み
れ
ば
彼
か
ら
所
管
す
る
「（
忠
固
）
在
所
川
除
普
請
之
儀
ニ
付
拝
借
金
相
願
置
候
」
一
件
に
つ
き
「
金
四
千
両
」
で
許
可
さ
れ

た
旨
の
「
書
付
」
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
録
す
る
（
51
）。
思
わ
ず
目
を
瞠
る
が
、
話
は
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
当
日
は
「
月
次
御

禮
」
の
朔
日
で
、
続
い
て
は
中
奥
か
ら
家
定
「
出
御
」
の
連
絡
が
入
り
、
ま
ず
は
「
御
錠
口
明
」
と
な
っ
て
井
伊
以
下
一
同
が
中
奥
に
ま

わ
り
御
座
之
間
で
家
定
を
迎
え
る
と
、
一
同
・
側
衆
に
一
橋
・
田
安
両
卿
が
顔
を
揃
え
る
中
で
堀
田
が
別
座
に
控
え
、
月
番
忠
固
の
取
り
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仕
切
り
の
下
で
堀
田
に
「
御
養
子
被
遊
候
ニ
付
御
用
懸
被
仰
付
と
の
上
意
（
52
）」
が
伝
え
ら
れ
る
。
一
橋
派
に
転
じ
て
「
唯
壹
人
孤
立
」
し
た

筈
の
堀
田
が
、
未
だ
氏
名
の
公
表
は
な
か
っ
た
も
の
の
既
に
「
紀
州
殿
と
決
し
（
53
）」
た
養
君
御
用
掛
の
長
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
家
定
の
養

嗣
後
継
「
内
意
」
が
正
式
に
表
明
さ
れ
た
こ
の
日
は
、
六
月
下
旬
か
ら
翌
七
月
に
か
け
て
枢
機
を
追
わ
れ
も
し
く
は
引
き
籠
も
る
三
人
、

堀
田
と
忠
固
、
久
世
が
何
故
か
劣
勢
に
歯
止
め
を
か
け
、
見
方
に
よ
っ
て
は
勢
い
を
盛
り
返
し
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
三
人
は
翌
二
日
に

も
揃
っ
て
「
召
出
」
を
受
け
る
が
（
54
）、
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
。

家
定
が
井
伊
の
「
堀
田
様
・
伊
賀
守
様
」
罷
免
の
要
求
を
受
け
入
れ
な
が
ら
そ
の
先
延
ば
し
を
強
く
求
め
た
の
は
、
六
日
前
の
五
月
二

五
日
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
右
の
運
び
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
「
奥
向
」
一
旦
の
軌
道
修
正
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
家
定
を

含
む
「
奥
向
」
は
、「
御
養
君
之
儀
、
漸
治
定
致
候
処
」
の
前
後
か
ら
当
面
は
枢
機
要
路
に
対
し
て
慎
重
に
、
偏
り
を
補
っ
て
等
距
離
を
装

い
、
あ
る
い
は
出
来
る
だ
け
中
立
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
振
り
返
れ
ば
、「
漸
治
定
致
候
処
」
に
到
る
ま
で
に
「
台
慮
」

を
示
し
て
な
お
「
御
本
丸
御
滞
留
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
経
緯
が
あ
り
、
こ
の
先
、
実
務
的
な
手
配
り
に
進
ん
で
は
紛
擾
に
つ
な
が
る
偏

倚
を
避
け
る
の
が
賢
明
で
あ
っ
た
。

四
月
か
ら
五
月
へ
と
条
約
勅
許
失
敗
の
事
後
処
理
が
課
題
と
な
る
中
で
家
定
ら
は
「
御
養
君
御
取
極
之
事
」
を
急
ぎ
、
明
ら
か
に
枢
機

へ
の
干
渉
を
強
め
て
い
た
。
最
初
に
大
老
起
用
を
め
ぐ
る
つ
ば
ぜ
り
合
い
が
あ
り
、
続
い
て
は
慶
永
を
大
老
に
推
し
た
堀
田
が
ハ
リ
ス
と

条
約
調
印
延
期
の
交
渉
を
持
つ
た
め
に
「
一
旦
登
城
退
散
之
處
」、
あ
た
か
も
そ
の
不
在
を
狙
っ
た
か
の
よ
う
に
忠
固
を
久
世
と
と
も
に
召

し
出
し
て
「
余
程
時
刻
も
移
候
由
（
55
）」、
一
橋
派
有
司
の
焦
慮
を
煽
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ハ
リ
ス
と
三
ヶ
月
猶
予
の
合
意
が
成
立
し
て

将
軍
の
「
大
統
領
え
之
御
返
翰
」
手
交
と
な
っ
た
六
日
に
は
、
こ
れ
に
立
ち
会
う
堀
田
が
再
び
「
先
に
退
出
（
56
）」
し
た
午
後
に
、
今
度
は
井

伊
を
一
人
召
し
出
し
て
「
御
養
君
ハ
紀
州
様
ニ
」
と
伝
え
、
併
せ
堀
田
の
「
御
役
御
免
」
を
打
診
す
る
（
57
）。
枢
機
を
賛
同
の
老
中
で
固
め
て
、

早
期
に
宿
意
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
そ
の
六
日
か
ら
久
世
と
本
郷
、
次
い
で
一
〇
日
以
降
は
忠
固
の
「
不
来
」
と
な
り
（
58
）、
よ
う
や
く
本
郷
の
出
勤
を
見
た
一
二
日
、

家
定
は
再
度
井
伊
を
召
出
し
て
（
直
接
に
か
、
も
し
く
は
そ
の
後
で
井
伊
が
側
近
に
向
か
っ
て
か
、
文
脈
が
や
や
入
り
組
ん
で
定
か
で
は

な
い
が
）「
西
丸
（
将
軍
後
嗣
）
御
取
極
」
の
「
御
本
丸
御
滞
留
」
に
触
れ
、
改
め
て
「
五
六
日
之
内
ニ
も
御
發
し
ニ
相
成
候
様
い
た
し
度
、

折
悪
敷
伊
賀
・
久
世
引
込
ニ
而
、
何
角
之
都
合
悪
敷
よ
し
御
沙
汰
」
し
て
い
た
（
59
）。「
藤
吉
一
条
」
の
噂
を
広
げ
た
「
伊
賀
・
久
世
引
込
」
は
、

実
は
何
よ
り
も
後
嗣
決
定
の
遅
滞
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

伊
賀
守
忠
固
か
ら
す
る
と
、
な
お
残
さ
れ
た
政
治
課
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
ハ
リ
ス
と
の
折
衝
と
並
行
し
て
は
諸
大
名

へ
の
再
諮
問
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
は
お
そ
ら
く
後
嗣
の
未
定
が
望
ま
し
か
っ
た
。
海
防
掛
の
岩
瀬
忠
震
は
、
早
く
に
堀
田
か
ら
漏

れ
聞
い
た
話
と
し
て
「
い
か
殿
な
と
は
今
（
後
嗣
を
）
極
め
た
ら
ハ
各
の
引
方
に
よ
り
て
諸
大
名
此
度
の
建
議
の
障
碍
も
や
出
来
な
ん
か

と
危
踏
ま
る
ゝ
由
」
を
伝
え
て
い
た
（
60
）。「
引
込
」
の
前
と
後
を
見
渡
す
と
、
忠
固
は
前
に
は
枢
機
の
後
嗣
問
題
審
議
を
妨
げ
る
「
異
存
申
立
」

を
繰
り
返
し
、
後
に
は
「
御
名
初
評
議
致
候
様
ニ
与
被
仰
出
候
義
を
も
押
包
」
み
、
井
伊
が
家
定
に
罷
免
を
求
め
る
の
に
格
好
の
材
料
を

提
供
し
て
い
た
（
61
）。
井
伊
は
当
初
在
京
の
長
野
義
言
に
順
調
な
後
嗣
決
定
を
伝
え
て
い
た
が
、
話
は
そ
う
単
純
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
五
月
早
々
に
出
さ
れ
た
右
の
一
報
は
実
は
ど
う
に
も
他
の
史
料
と
の
整
合
性
が
と
れ
ず
、
も
し
か
す
る
と
井
伊
が
関
白
九
条
の

つ
な
ぎ
と
め
を
企
図
し
て
の
誇
張
も
し
く
は
捏
造
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
62
）。

で
は
、
諸
大
名
へ
の
再
諮
問
に
目
途
を
つ
け
た
の
は
忠
固
ら
で
あ
っ
た
の
か
。
勿
論
そ
う
で
は
な
い
。
行
き
が
か
り
か
ら
い
っ
て
、
や

は
り
「
唯
壹
人
孤
立
」
し
て
な
お
皆
勤
精
励
を
続
け
る
堀
田
こ
そ
が
与
っ
て
大
き
か
っ
た
。
振
り
返
れ
ば
、
再
諮
問
へ
の
対
策
は
三
月
末

か
ら
忠
固
ら
を
中
心
に
参
勤
交
代
に
よ
る
大
名
の
入
れ
替
わ
り
を
見
越
し
て
検
討
さ
れ
、
四
月
を
迎
え
る
と
特
定
譜
代
の
引
き
留
め
、
そ

の
就
封
停
止
と
な
っ
て
具
体
化
し
て
い
た
。
堀
田
が
帰
府
し
て
以
降
は
停
止
が
家
門
や
外
様
へ
と
広
が
り
、
明
ら
か
に
後
嗣
問
題
絡
み
の

綱
引
き
が
あ
っ
た
と
思
わ
せ
る
が
、
今
そ
の
逐
一
は
省
略
す
る
（
63
）。
程
な
く
一
律
の
就
封
停
止
と
な
り
二
五
日
に
「
不
時
」
の
登
城
を
命
じ
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て
行
わ
れ
た
再
諮
問
は
、
五
月
の
初
旬
に
入
る
と
そ
う
し
た
手
配
り
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
「
御
譜
代
方
よ
り
ハ
追
々
御
書
付
も
出
候

處
…
…
至
極
穏
成
由
（
64
）」、
た
だ
し
「
国
持
之
向
ニ
は
未
タ
一
向
出
し
不
申
」、
お
ま
け
に
早
め
に
提
出
し
た
親
藩
の
「
水
戸
尾
刕
」
は
「
甚

六
ヶ
敷
困
り
申
候
」
と
な
る
（
65
）。
こ
の
内
、
外
様
の
大
身
を
中
心
と
す
る
大
広
間
詰
め
の
「
国
持
之
向
」
が
問
題
で
、
就
封
延
期
の
慶
永
（
大

廊
下
詰
め
）
や
山
内
豊
信
、
参
勤
で
入
府
し
た
ば
か
り
の
伊
達
宗
城
ら
「
賢
侯
」
グ
ル
ー
プ
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
建
白
の
遅
延
」
を
策
し

て
後
嗣
問
題
で
の
「
挽
回
」
を
は
か
ろ
う
と
し
た
（
66
）。
だ
が
、
枢
機
に
あ
っ
て
は
、
折
か
ら
の
「
伊
賀
・
久
世
引
込
」
の
中
、
堀
田
が
中
心

と
な
っ
て
「
国
持
之
向
」
未
提
出
の
事
態
に
臨
み
、
彼
ら
の
一
部
が
一
律
の
就
封
停
止
に
困
惑
す
る
状
況
を
梃
子
と
す
る
。
一
一
日
、
大

広
間
詰
め
の
「
国
持
之
向
」
三
家
を
含
む
大
名
二
八
家
に
就
封
の
許
可
を
伝
え
（
67
）、
こ
れ
と
引
き
替
え
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
「
御
答
」
が

未
提
出
の
場
合
に
は
当
然
「
出
立
以
前
差
出
儀
に
は
可
有
之
」
と
告
げ
た
の
で
あ
る
（
68
）。
効
果
は
て
き
め
ん
で
、
一
五
日
に
は
豊
信
や
宗
城

を
含
む
大
広
間
「
国
持
之
向
」
一
一
名
が
連
署
し
て
条
約
調
印
是
認
の
答
書
を
提
出
し
（
69
）、「
水
戸
尾
刕
」
は
反
対
論
の
修
正
が
未
了
で
あ
っ

た
も
の
の
、
在
邑
の
大
名
を
別
と
す
れ
ば
「
諸
大
名
此
度
の
建
議
」
に
大
凡
の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
来
た
の
が
、
か
ね
て
か
ら
の
難
問
で
あ
る
再
上
洛
使
者
の
選
任
と
、
こ
れ
に
わ
ず
か
に
遅
れ
て
の
将
軍
後
嗣
の
決
定
で
あ
っ
た
。

前
者
は
閣
内
の
駆
け
引
き
も
絡
ん
で
容
易
に
決
着
せ
ず
、
お
そ
ら
く
は
井
伊
を
中
心
に
京
都
町
奉
行
の
入
れ
替
え
や
着
任
間
も
な
い
所
司

代
の
交
代
含
み
の
召
喚
等
、
京
都
出
先
の
整
備
を
先
行
さ
せ
て
い
た
。
だ
が
、
後
者
は
既
に
大
勢
が
定
ま
る
中
で
大
き
く
進
展
し
、「
紀
州

殿
」
慶
福
を
後
嗣
と
し
て
「
表
向
の
御
弘
メ
」
へ
の
手
順
を
見
通
す
ま
で
に
な
る
。
月
末
の
二
九
日
、
慶
永
は
堀
田
か
ら
そ
の
大
筋
を
伝

え
ら
れ
、「
御
失
望
の
極
」
を
味
わ
う
の
で
あ
る
（
70
）。

家
定
を
含
む
「
奥
向
」
は
、
こ
こ
に
到
っ
て
枢
機
へ
の
介
入
を
控
え
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
多
少
の
関
係
修
復
さ
へ
は
か
ろ
う
と
す
る
。

五
月
下
旬
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
瞠
目
す
る
成
り
行
き
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
勿
論
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。「
奥
向
」が
一
旦
退
け
ば
、枢
機
要
路
は
そ
れ
自
体
の
力
関
係
で
動
く
。
瞠
目
す
る
成
り
行
き
は
、明
ら
か
に
こ
れ
の
反
映
で
も
あ
っ
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た
。簡

単
に
い
え
ば
、
井
伊
が
「
台
慮
」
に
頼
っ
て
堀
田
や
忠
固
を
追
い
つ
め
て
き
た
か
ら
に
は
そ
の
揺
り
戻
し
と
な
る
筈
で
、
現
に
そ
う

振
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
月
末
の
二
七
日
、
岩
瀬
忠
震
は
慶
永
側
近
の
橋
本
左
内
に
近
況
を
報
じ
、
末
尾
で
堀
田
が
「
死
中
に
活
を
可
求

と
餘
程
心
配
斡
旋
之
様
子
、
其
功
之
成
否
は
不
可
知
之
勢
、
呵
〃
」
と
伝
え
て
い
た
（
71
）。
前
後
の
文
脈
か
ら
は
、
後
嗣
問
題
で
の
挽
回
を
願
っ

て
か
、
あ
る
い
は
久
世
や
忠
固
の
排
斥
を
期
待
し
て
か
、
い
ず
れ
か
に
見
え
る
が
、
こ
こ
に
到
っ
て
の
「
心
配
斡
旋
」
は
果
た
し
て
そ
う

し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
当
の
堀
田
は
慶
永
と
会
っ
た
二
九
日
、
後
嗣
慶
福
の
決
定
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
最
後
に
何
故
か
「
大
和

殿
關
係
の
筋
も
さ
し
た
る
事
も
な
く
て
近
き
程
に
ハ
出
仕
せ
ら
る
へ
き
（
72
）」
と
伝
え
て
い
た
。
月
初
め
か
ら
囁
か
れ
て
い
た
「
藤
吉
一
条
」

が
、
久
世
に
は
波
及
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
う
も
こ
の
頃
に
は
何
ら
か
の
情
報
が
枢
機
で
共
有
さ
れ
た
よ
う
で
、
翌
晦
日
に
は
、

先
に
「
腹
心
」
の
石
谷
穆
清
を
町
奉
行
に
送
り
込
ん
で
「
藤
吉
一
条
」
の
摘
発
を
目
指
し
た
井
伊
が
、
改
め
て
久
世
や
忠
固
に
関
係
し
た

別
案
件
を
洗
い
出
そ
う
と
す
る
。
本
項
の
冒
頭
で
述
べ
た
薬
師
寺
元
真
へ
の
「
右
之
件
々
極
密
取
調
べ
給
り
候
様
」
に
と
の
依
頼
で
あ
る
。

続
い
て
久
世
出
勤
の
六
月
朔
日
、
忠
固
と
堀
田
に
意
外
の
処
遇
が
あ
り
、
し
か
も
翌
日
に
は
「
大
老
伊
賀
殿
」
が
「
於
台
前
大
議
論
、
漸

上
の
御
扱
ひ
に
て
相
濟
た
る
よ
し
（
73
）」、
憶
測
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
堀
田
が
久
世
に
手
を
延
べ
て
忠
固
と
の
関
係
を
修
復
し
、
同
時
に
忠

固
と
井
伊
と
の
対
立
が
露
わ
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
枢
機
上
位
の
三
者
は
堀
田
「
唯
壹
人
孤
立
」
か
ら
鼎
立
の
状
況
に

近
づ
き
、
は
る
か
に
流
動
的
な
関
係
に
転
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
岩
瀬
が
や
が
て
目
撃
す
る
場
面
、
既
に
引
用
し
た
「
昨
日
は
愛
牛

（
井
伊
）
と
錯
邏
（
堀
田
）
と
天
帝
（
家
定
）
に
謁
し
、
其
後
又
前
之
二
名
別
世
界
に
て
密
話
あ
り
、
其
後
又
錯
（
堀
田
）
と
條
（
忠
固
）

と
別
世
界
に
話
す
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
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前
段
の
理
解
は
「
藤
吉
一
条
」
が
無
理
筋
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
話
は
横
道
に
逸
れ
、
年
月
も
行
き
つ
戻
り
つ
と
な
る

が
、
補
足
と
し
て
こ
れ
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

無
理
筋
だ
か
ら
と
い
っ
て
手
駒
と
さ
れ
た
者
が
訴
追
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
政
敵
へ
の
ブ
ラ
フ
や
拳
を

振
り
上
げ
た
者
の
面
子
の
た
め
に
収
監
さ
れ
処
分
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
鈴
木
藤
吉
郎
も
自
身
の
正
不
正
と
は
別
に
そ
う
し
た
巡
り
合

わ
せ
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
見
過
ご
す
の
も
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
成
り
行
き
で
、
六
月
に
入
っ
て
す
ぐ
に
町
奉
行

所
の
地
位
用
務
を
解
か
れ
た
藤
吉
郎
は
、
月
末
に
到
り
井
伊
が
堀
田
と
忠
固
を
追
っ
て
枢
機
を
制
す
る
と
翌
月
に
は
久
世
が
そ
の
専
断
を

危
ぶ
ん
で
引
き
籠
り
、
そ
う
し
た
政
治
状
況
の
下
で
や
が
て
自
身
が
共
犯
と
目
さ
れ
た
町
衆
六
名
と
と
も
に
石
谷
穆
清
麾
下
の
北
町
奉
行

所
に
収
監
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
久
世
が
三
ヶ
月
を
越
え
て
「
今
日
も
登
城
無
之
（
74
）」、
一
〇
月
末
に
病
気
辞
職
願
い
の
許
可
と
い
う
形
で
排
除

さ
れ
る
と
今
度
は
安
政
の
大
獄
が
始
ま
っ
て
牢
内
の
藤
吉
郎
も
そ
の
ま
ま
に
年
が
明
け
、
や
が
て
六
年
も
五
月
と
な
っ
て
早
々
、
自
白
の

「
口
書
拇
印
」
を
取
ら
れ
て
獄
死
す
る
（
75
）。
石
谷
か
ら
「
存
命
に
候
得
ば
遠
島
」
と
の
申
し
渡
し
が
あ
っ
た
の
は
、
年
末
に
近
く
大
獄
審
判
終

了
の
直
後
で
あ
っ
た
。
資
産
没
収
の
闕
所
は
免
れ
た
と
い
う
。

石
谷
の
論
告
求
刑
に
は
、
藤
吉
郎
が
「
米
油
を
始
、
諸
色
會
所
を
取
立
、
國
々
へ
前
金
相
廻
延
商
之
仕
法
」
を
「
目
論
」
ん
で
「
内
願
」

し
た
が
不
許
可
、
し
か
し
与
力
上
席
と
さ
れ
て
「
米
油
諸
色
潤
澤
方
取
調
之
御
用
」
を
拝
命
し
た
た
め
に
「
追
て
志
願
可
貫
と
自
得
致
」、

そ
の
「
仕
法
」
の
い
わ
ば
先
導
的
試
行
に
動
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、「
自
得
致
」
と
の
物
言
い
に
窺
え
る
よ
う
に
、

藤
吉
郎
が
己
の
裁
量
で
動
き
私
曲
を
重
ね
た
と
い
う
見
立
て
で
あ
り
、
ま
ず
安
政
四
年
三
月
の
抜
擢
早
々
か
ら
八
月
「
遠
國
古
米
買
付
」

を
介
し
て
の
一
渡
り
、
次
に
五
年
三
月
の
「
御
府
内
米
潤
澤
」
実
施
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
事
細
か
に
例
証
し
て
い
く
（
76
）。

だ
が
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
当
局
の
是
認
を
得
た
「
仕
法
」
の
試
行
で
あ
っ
た
筈
で
、
と
り
わ
け
主
要
案
件
と
さ
れ
た
後
者
に
つ
い
て

は
そ
う
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、『
藤
岡
屋
日
記
』
が
「
米
会
所
ハ
仙
台
藏
屋
敷
」「
仙
台
を
取
込
、
米
会
所
可
取
建
積
」
等
の
憶
測
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を
と
も
な
っ
た
「
仙
台
之
米
最
初
十
万
石
（
俵
か
？
）
藤
吉
郎
買
請
」
の
噂
を
記
し
（
77
）、
仙
台
藩
の
買
米
専
売
制
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
が
さ

し
あ
た
り
は
備
蓄
米
の
購
入
と
し
て
始
ま
っ
た
ら
し
い
当
該
動
向
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
仙
台
藩
に
と
っ
て
藤
吉
郎
に
よ
る
発

注
は
「
公
儀
ヲ
始
御
奉
行
様
方
も
御
願
済
之
上
」
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
（
78
）、
そ
う
し
た
事
情
は
翌
五
年
に
は
公
然
の
も
の
と
な

る
。阿

部
は
四
年
半
ば
に
病
没
し
て
同
齢
義
弟
の
久
世
が
勝
手
掛
を
引
き
継
ぐ
が
、
そ
の
頃
か
ら
江
戸
の
市
中
米
価
は
天
候
不
順
の
た
め
に

騰
勢
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
翌
五
年
も
同
様
で
（
79
）、
二
月
末
に
は
久
世
自
ら
が
布
達
し
て
大
名
「
諸
家
」
に
藩
邸
向
け
「
扶
持
米
」
の
江

戸
表
購
入
自
粛
を
求
め
、
支
配
下
の
「
御
料
・
私
領
・
寺
社
領
」
に
は
保
有
す
る
「
米
穀
」
の
逸
速
く
の
江
戸
廻
送
と
売
却
を
指
示
す
る
（
80
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
米
価
は
一
旦
落
ち
着
く
が
、
さ
ら
に
翌
三
月
に
は
「
御
府
内
米
潤
澤
」
と
し
て
仙
台
藩
武
家
米
の
市
中
払
下
げ
に
歩
を
進

め
、
月
番
で
あ
る
跡
部
良
弼
麾
下
の
北
町
奉
行
所
（
81
）が
問
屋
仲
買
筋
を
白
州
に
呼
び
出
し
て
事
前
の
「
買
付
」
を
下
命
す
る
。
こ
う
し
て
「
百

俵
ニ
付
金
六
拾
両
」
の
実
質
的
な
先
物
買
い
が
行
わ
れ
、
仙
台
藩
の
蔵
元
に
前
年
よ
り
は
一
万
両
増
し
、
六
万
両
の
「
前
金
」
が
支
払
わ

れ
て
六
〜
七
月
の
着
船
・
米
一
〇
万
俵
の
引
き
渡
し
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
生
憎
、
約
定
通
り
の
着
船
は
な
く
後
に
訴
訟
と
な
っ
て
そ
の

顛
末
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
82
）が
、
幕
府
当
局
は
需
給
対
策
を
進
め
る
中
で
先
物
相
場
の
創
設
へ
と
踏
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

は
こ
れ
こ
そ
が
「
諸
色
會
所
」
の
創
設
を
底
意
と
し
た
「
前
金
相
廻
延
商
」
の
試
行
で
あ
っ
た
。

勿
論
、
以
上
の
経
緯
を
も
っ
て
藤
吉
郎
の
私
曲
を
否
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
物
買
い
と
も
な
れ
ば
、
利
鞘
を
か
せ
ぐ
便
法
は
い

く
ら
も
あ
る
。
仙
台
藩
に
貸
し
が
あ
る
な
ら
そ
の
債
権
を
支
払
い
の
「
前
金
」
に
組
み
入
れ
て
焦
げ
つ
き
の
リ
ス
ク
を
軽
減
で
き
る
し
、

「
前
金
」
の
支
払
い
証
文
は
相
場
の
先
読
み
次
第
で
そ
れ
自
体
を
売
り
買
い
で
き
る
筈
で
、
お
ま
け
に
先
高
感
が
強
け
れ
ば
公
儀
関
係
者
も

ダ
ミ
ー
を
仕
立
て
て
「
前
金
」
の
払
い
込
み
に
参
入
で
き
る
。
問
屋
仲
買
の
玄
人
衆
に
は
容
易
に
察
し
の
つ
く
こ
と
で
、
一
部
は
既
に
藤

吉
郎
絡
み
の
噂
と
な
っ
て
い
た
（
83
）。
だ
と
す
れ
ば
、
久
世
や
跡
部
の
職
務
遂
行
も
藤
吉
郎
へ
の
便
宜
供
与
で
、
日
頃
の
金
銭
受
領
に
見
合
う
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も
の
と
解
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
町
奉
行
所
関
係
者
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、
老
中
の
忠
固
に
そ
の
種
の
一
項
を
含
む
「
密
告
」
が
あ
っ

て
調
査
と
な
り
、話
が
広
が
っ
た
と
い
う
（
84
）。
忠
固
と
久
世
と
の
つ
な
が
り
か
ら
す
る
と
か
な
り
首
を
傾
げ
ざ
る
を
え
な
い
が
、忠
固
の『
日

記
』
に
は
登
城
途
中
に
駕
籠
訴
を
受
け
て
訴
状
を
処
置
方
に
手
交
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
あ
る
い
は
発
端
は
そ
う
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
ど
の
よ
う
な
醜
聞
が
あ
り
え
よ
う
と
も
、
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
「
潤
澤
の
新
法
」
は
、
開
国
交
易
と
も
関
係

し
た
数
年
越
し
の
政
策
的
な
模
索
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
（
85
）。
立
ち
上
が
り
は
、
開
国
の
衝
撃
を
し
の
い
で
仕
切
り
直
し
に
転
じ
た
折
、

元
禄
以
来
と
さ
れ
る
安
政
の
江
戸
大
地
震
と
な
っ
て
ト
ッ
プ
が
「
差
向
き
金
銀
融
通
方
等
を
初
人
〃
一
ト
度
安
心
之
場
所
に
赴
不
而
は
何

事
も
出
来
不
申
」
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
二
年
か
ら
三
年
の
交
で
あ
る
。
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
地
震
翌
月
の

二
年
一
一
月
、
阿
部
正
弘
は
対
外
防
備
に
震
災
復
興
が
重
な
る
財
政
支
出
の
急
増
を
受
け
て
「
非
常
の
御
処
置
」
を
考
え
、
ま
ず
は
江
戸

に
全
国
諸
産
品
を
集
約
し
て
そ
の
相
対
自
由
の
売
買
を
仲
介
し
「
賣
上
高
に
應
じ
冥
加
上
納
金
」
を
徴
収
す
る
「
諸
國
産
物
會
所
」
の
創

設
を
構
想
し
た
（
86
）。
究
極
的
に
は
幕
府
に
よ
る
商
権
の
掌
握
を
目
指
し
た
こ
の
構
想
は
、
翌
三
年
に
入
っ
て
関
係
諸
有
司
と
の
往
返
に
進
む

と
震
災
復
興
で
物
価
が
騰
貴
す
る
中
に
そ
の
抑
制
策
へ
と
焦
点
を
ず
ら
し
な
が
ら
、
し
か
し
い
ず
れ
を
目
指
す
に
し
て
も
現
実
味
に
欠
け

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
や
が
て
問
屋
仲
間
の
解
散
や
存
続
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
収
斂
し
立
ち
消
え
と
な
る
（
87
）。
こ
の
よ
う
な
尻
す
ぼ
み
の
中

で
、
し
か
し
、
程
な
く
の
五
月
、
直
前
ま
で
水
戸
藩
に
出
入
り
し
て
い
た
藤
吉
郎
が
い
き
な
り
阿
部
に
「
追
々
御
用
之
品
も
有
之
候
ニ
付
」

と
し
て
町
奉
行
「
直
支
配
」
の
地
位
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
何
月
か
は
不
明
だ
が
少
な
く
と
も
年
内
に
は
「
諸
色
會
所
を
取
立
、

國
々
へ
前
金
相
廻
延
商
之
仕
法
」
が
上
申
さ
れ
る
。
そ
の
「
申
立
」
は
、
明
ら
か
に
阿
部
当
初
の
構
想
に
即
し
て
、
し
か
も
稼
働
資
金
の

確
保
等
関
係
筋
審
議
の
中
で
問
題
視
さ
れ
た
い
く
つ
か
へ
の
回
答
を
と
も
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
阿
部
が
「
当
時
容
易
ニ
難
及
沙
汰

候
」
と
し
な
が
ら
も
「
乍
然
奇
特
之
筋
ニ
も
相
聞
（
88
）」
と
好
感
す
る
所
以
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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好
感
は
藤
吉
郎
の
改
め
て
の
抜
擢
に
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
は
阿
部
が
対
外
交
易
に
踏
み
出
そ
う
と
し
て
再
び
国
内
の
産
品
の
流
通
制
御

を
意
識
す
る
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
震
災
の
直
後
に
諸
侯
諮
問
で
交
易
の
暫
定
的
な
許
可
を
説
い
た
（
89
）堀
田
正
睦
を
老
中
に
再
任
し
て
首

座
と
し
勝
手
掛
の
相
方
に
配
し
た
こ
と
か
ら
推
す
と
、
阿
部
は
当
初
か
ら
交
易
開
始
を
念
頭
に
お
い
て
「
非
常
の
御
処
置
」
を
考
え
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
表
立
っ
て
は
、
三
年
も
夏
場
と
な
っ
て
長
崎
の
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス
や
下
田
赴
任
の
ハ
リ
ス
に
よ
る
外
交
攻

勢
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
阿
部
は
こ
れ
を
機
に
対
外
交
易
に
向
き
合
い
、
海
防
掛
を
含
む
関
係
諸
有
司
に
貿
易
許
容
の
場
合
の
利

害
を
諮
問
す
る
。
そ
し
て
、
ど
う
や
ら
秋
一
〇
月
に
は
そ
の
方
針
を
固
め
、
堀
田
を
勝
手
掛
兼
任
の
ま
ま
外
国
事
務
と
海
防
の
専
任
と
し

て
海
防
掛
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
外
国
貿
易
取
調
掛
を
立
ち
上
げ
る
。
だ
が
、
貿
易
の
許
容
は
国
内
産
品
の
流
出
に
つ
な
が
る
と
も
考
え

ら
れ
て
お
り
、
程
な
く
市
中
出
回
り
品
の
不
足
を
予
想
し
て
こ
れ
に
備
え
よ
う
と
も
し
た
。
一
ヶ
月
後
、
右
の
掛
と
さ
れ
た
海
防
掛
大
目

付
の
跡
部
良
弼
を
町
奉
行
に
移
し
て
先
任
の
池
田
頼
方
に
並
べ
、
こ
れ
に
海
防
掛
大
目
付
の
伊
沢
政
義
を
跡
部
の
補
充
で
加
え
て
彼
ら
三

名
に
「
貿
易
御
許
容
ニ
も
可
相
成
哉
ニ
付
」
そ
の
「
取
調
之
御
用
」
を
命
じ
る
と
と
も
に
町
奉
行
の
両
名
に
は
別
途
「
諸
色
潤
沢
之
御
用

も
可
相
勤
候
（
90
）」
と
し
た
の
で
あ
る
。
年
が
明
け
た
三
月
に
は
藤
吉
郎
も
与
力
上
席
と
さ
れ
て
「
諸
色
潤
沢
之
御
用
」
を
命
じ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
れ
て
直
近
の
一
年
程
は
現
状
維
持
に
近
い
立
場
を
取
っ
て
い
た
町
奉
行
所
に
お
い
て
、「
外
國
と
貿
易
す
る
に
先
だ
っ
て
、
江
戸

に
諸
色
取
引
所
を
設
け
、
諸
色
を
潤
沢
な
ら
し
め
、
剰
餘
を
以
て
輸
出
品
に
充
て
よ
う
」
と
す
る
新
規
の
動
き
が
現
れ
る
。
奉
行
所
関
係

者
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
潤
澤
の
新
法
」「
跡
部
良
弼
が
藤
吉
郎
を
擧
げ
て
行
は
う
と
し
た
潤
澤
の
政
（
91
）」
で
あ
る
。

阿
部
が
病
没
し
て
以
降
も
、
久
世
が
後
継
の
勝
手
掛
と
な
り
堀
田
と
月
番
で
掛
を
分
掌
す
る
中
で
「
潤
澤
の
新
法
」
は
継
続
す
る
。
の

み
な
ら
ず
、
堀
田
が
主
導
す
る
体
制
と
な
っ
て
対
外
関
係
が
積
極
化
し
た
よ
う
に
、
堀
田
と
久
世
、
さ
ら
に
久
世
の
推
し
で
忠
固
が
合
流

す
る
財
務
の
体
制
と
な
っ
て
市
中
に
向
け
た
「
潤
澤
の
政
」
に
も
弾
み
が
つ
く
。
四
年
の
暮
れ
に
は
慎
重
論
を
持
し
た
池
田
頼
方
が
伊
沢

政
義
と
入
れ
替
わ
り
、
池
田
配
下
で
同
論
の
与
力
東
条
八
太
夫
も
転
出
と
な
っ
て
（
92
）翌
五
年
三
月
の
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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藤
吉
郎
の
突
出
は
、あ
く
ま
で
以
上
の
政
策
展
開
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
枢
機
に
お
い
て
そ
の
事
情
を
知
る
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、

当
の
久
世
を
除
け
ば
お
そ
ら
く
堀
田
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
折
か
ら
の
落
首
に
「
藤
吉
は
大
和
（
久
世
）
を
か
け
て
伊
勢
（
阿
部
）

参
り
、
つ
か
ひ
は
た
し
て
跡
部
ど
ふ
な
る
」
と
揶
揄
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
範
囲
で
パ
ー
ス
ナ
ル
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
潤
澤
の
新
法
」
は
、
そ
う
し
た
つ
な
が
り
の
持
ち
つ
持
た
れ
つ
を
企
図
し
た
誂
え
物
で
は
な
い
。
む
し

ろ
数
年
来
の
政
策
的
な
模
索
の
中
で
一
つ
の
人
脈
が
出
来
、
ト
ッ
プ
が
そ
の
所
論
を
好
感
し
て
有
力
な
方
策
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
勝
手

掛
と
し
て
傍
ら
に
い
た
同
列
に
は
一
定
の
申
し
送
り
が
あ
っ
た
か
、
よ
し
ん
ば
な
く
と
も
粗
々
の
察
し
は
つ
い
た
筈
で
あ
る
。
堀
田
が
や

が
て
慶
永
に
「
大
和
殿
關
係
の
筋
も
さ
し
た
る
事
も
な
く
て
」
と
語
っ
た
の
は
、
そ
の
経
緯
を
知
っ
た
上
で
こ
れ
を
閣
内
に
伝
え
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
。

回
り
道
に
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
改
め
て
本
筋
に
戻
り
、
六
月
を
迎
え
て
の
変
転
を
た
ど
り
た
い
。
政
治
課
題
は
将
軍
後
嗣
を
公
表

し
て
そ
の
落
着
を
は
か
り
、
そ
れ
と
と
も
に
条
約
の
勅
許
を
目
指
し
て
再
上
洛
の
使
者
を
絞
り
込
む
段
階
に
入
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中

で
井
伊
は
そ
の
主
導
権
を
強
め
て
い
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
家
定
を
含
む
「
奥
向
」
の
中
立
的
な
対
応
は
変
わ
ら
ず
、
枢
機
の
上
位

が
鼎
立
し
て
波
乱
含
み
の
状
況
は
な
お
そ
の
ま
ま
に
継
続
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
下
旬
に
条
約
の
締
結
が
急
迫
す
る
問
題
と
な
っ
た
時
、

井
伊
は
半
ば
多
勢
に
無
勢
の
形
で
決
裁
者
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
切
所
を
し
の
ぎ
、
枢
機
の
制
圧
に
こ
ぎ

つ
け
た
の
か
。
以
下
、
順
に
押
さ
え
て
い
き
た
い
。

月
が
改
ま
る
前
後
、
通
商
条
約
の
締
結
に
向
け
て
な
お
五
〇
日
以
上
の
猶
予
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
ま
ず
将
軍
後
嗣
決
定
の
儀
礼
日
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程
が
固
ま
っ
て
く
る
。
堀
田
が
慶
永
に
大
筋
を
伝
え
た
折
に
は
、
六
月
朔
日
に
「
三
家
三
卿
溜
詰
衆
」
へ
の
将
軍
「
内
意
」
伝
達
、
次
い

で
そ
の「
内
意
」の「
京
師
御
伺
」と
な
っ
て
、こ
れ
が
済
み
次
第「
六
月
末
七
月
始
」に「
御
表
向
の
御
弘
メ
」と
な
る
見
通
し
で
あ
っ
た
（
93
）。

条
約
問
題
は
、
大
名
へ
の
再
諮
問
が
既
に
そ
の
山
場
は
越
え
た
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
再
上
洛
の
使
者
選
任
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て

い
た
が
、
こ
ち
ら
は
京
都
出
先
の
整
備
を
先
行
さ
せ
る
中
で
ど
う
や
ら
将
軍
後
嗣
「
御
弘
メ
」
後
に
先
送
り
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
後
嗣
の
決
定
が
優
先
さ
れ
る
中
、
さ
ら
に
そ
の
進
行
に
も
拍
車
が
か
か
っ
て
い
た
。
条
約
勅
許
の
使
者
派
遣
が
次
に
来
る

な
ら
日
程
が
タ
イ
ト
に
な
っ
て
く
る
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
は
後
嗣
の
決
定
が
遅
れ
る
程
「
人
望
愈
刑
部
卿
（
慶
喜
）
に

歸
し
、
事
六
ケ
敷
な
る
へ
け
れ
ハ
」
と
判
断
し
て
（
94
）の
早
駆
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
京
師
御
伺
」
に
際
し
て
召
喚
の
所
司
代
に
伝
え
ら
れ
た
老

中
指
令
に
は
、
一
橋
派
の
朝
廷
工
作
に
対
す
る
警
戒
心
も
与
っ
て
そ
の
前
の
め
り
が
顕
著
で
あ
る
。「
叡
慮
之
趣
」
を
武
家
伝
奏
か
ら
聞
き

取
り
返
報
す
る
よ
う
に
伝
え
た
上
で
、
養
嗣
後
継
の
先
例
と
す
る
「
天
明
度
」
の
場
合
、
養
嗣
氏
名
は
公
表
す
る
ま
で
「
御
隠
密
」
に
し

て
お
り
、
今
回
は
「
関
東
之
御
都
合
」
も
あ
っ
て
氏
名
の
言
及
は
な
い
旨
を
伝
奏
に
徹
底
す
べ
き
こ
と
、
当
の
所
司
代
が
召
喚
を
受
け
て

京
都
発
足
の
間
際
で
あ
っ
て
み
れ
ば
「
此
度
は
別
而
御
差
急
之
事
候
間
、
早
々
御
答
被
仰
出
候
様
致
度
」、
そ
の
つ
も
り
で
対
処
す
る
よ
う

に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
（
95
）。
所
司
代
か
ら
伝
奏
へ
の
通
達
が
四
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
老
中
の
指
令
は
五
月
末
に
は
発
せ
ら
れ

て
い
た
筈
で
、
そ
う
し
た
早
手
回
し
に
よ
る
返
報
待
ち
の
中
で
、
次
に
は
「
御
表
向
の
御
弘
メ
」
も
一
八
日
に
前
倒
し
と
な
る
。

養
君
御
用
掛
と
さ
れ
た
堀
田
は
、
七
日
、
慶
永
に
「
御
養
君
の
御
發
表
も
十
八
日
の
御
内
定
」
と
伝
え
た
折
に
「
上
と
大
老
の
焦
る
か

如
く
に
御
急
き
故
御
支
度
も
更
に
調
は
す
」
と
そ
の
「
不
都
合
」
を
語
っ
て
い
た
（
96
）。
こ
れ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
早
手
回
し
と
前
倒
し
の

中
心
と
な
っ
た
の
は
、
家
定
と
そ
の
周
辺
、
枢
機
に
あ
っ
て
は
誰
よ
り
も
大
老
の
井
伊
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
早
手
回
し
は
「
御
養
君
之
儀
」

に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
家
定
か
ら
「
堀
田
様
・
伊
賀
守
様
」
罷
免
の
言
質
を
得
て
い
た
井
伊
は
、
さ
ら
に
後
任
人
事
へ
の
手
配
り
と
こ

れ
を
介
し
た
上
洛
使
者
の
選
任
に
も
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
側
近
の
宇
津
木
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
所
司
代
か
ら
西
丸
老
中
に
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昇
っ
た
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
間
部
詮
勝
に
「
直
書
」
を
送
っ
た
の
が
五
月
晦
日
、
冒
頭
で
述
べ
た
深
川
寺
町
界
隈
に
下
屋
敷
を
構
え
る
面
々

の
醜
聞
調
査
を
依
頼
し
た
当
日
で
あ
っ
た
。
六
月
に
入
っ
て
の
往
返
は
不
明
だ
が
、
一
〇
日
に
は
家
定
と
の
「
御
壱
人
立
御
目
見
」
を
あ

つ
ら
え
て
老
中
等
罷
免
の
念
押
し
と
間
部
の
押
し
込
み
を
模
索
し
、
翌
一
一
日
は
間
部
と
「
御
逢
」
し
て
「
御
密
話
有
之
」、
一
二
日
は
宇

津
木
を
間
部
に
送
っ
て
「
仮
条
約
」
と
京
へ
の
「
御
使
」
を
め
ぐ
る
遠
回
し
の
意
見
交
換
を
は
か
っ
て
い
た
（
97
）。

家
定
や
そ
の
周
辺
か
ら
課
題
処
理
の
地
力
を
問
わ
れ
は
じ
め
た
井
伊
は
、
こ
こ
に
来
て
朝
廷
へ
の
対
応
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
い
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
大
老
就
任
の
直
後
、
井
伊
が
自
ら
の
上
洛
経
験
か
ら
「
堂
上
の
事
」
を
「
粗
心
得
」
て
い
る
と
し
て
堀
田
の
京
都
で
の
躓

き
を
事
情
を
弁
え
ず
と
非
難
し
た
こ
と
は
、
既
に
前
編
で
触
れ
た
通
り
で
あ
る
（
98
）。
幕
府
統
治
の
経
験
を
持
た
な
い
井
伊
が
先
任
の
老
中
連

と
実
績
で
競
り
合
お
う
と
す
れ
ば
足
場
は
そ
れ
だ
け
、
京
都
守
衛
の
家
柄
で
京
情
を
知
り
、
従
っ
て
又
有
力
な
人
脈
を
持
つ
と
い
う
点
に

お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
次
の
上
洛
使
者
に
年
若
未
経
験
の
会
津
松
平
容
保
を
推
し
て
下
手
を
打
ち
、「
御
評
議
」

で
決
定
を
促
せ
ば
自
身
が
「
御
上
使
御
勤
被
遊
候
様
ニ
成
そ
う
な
御
模
様
」
の
チ
グ
ハ
グ
（
99
）で
、
や
は
り
当
初
は
新
参
の
未
熟
が
否
め
な
い
。

と
は
い
え
、
右
も
ま
た
経
験
で
、
諸
侯
の
再
諮
問
が
山
場
を
越
え
て
使
者
の
選
任
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
す
頃
か
ら
は
、
既
に
「
堀
割
一
件
（
100
）」

で
恨
み
を
含
ん
だ
京
都
町
奉
行
の
浅
野
長
祚
を
一
橋
派
寄
り
と
見
て
更
迭
準
備
で
動
い
た
後
を
受
け
て
、
就
任
し
て
間
も
な
い
所
司
代
の

本
多
忠
民
を
経
験
に
乏
し
く
浅
野
に
多
く
を
負
う
と
見
て
江
戸
に
召
喚
し
、
本
多
に
代
え
て
は
「
堀
割
一
件
」
の
火
元
と
睨
ん
で
敵
意
を

募
ら
せ
て
い
た
若
狭
小
浜
の
酒
井
忠
義
、
そ
の
再
任
を
「
長
々
御
所
司
代
も
御
勤
、
京
地
御
案
内
之
義
ニ
付
」
敢
え
て
是
認
も
し
く
は
進

ん
で
手
配
し
た
（
101
）。
六
月
は
以
上
を
へ
て
次
に
越
前
鯖
江
の
間
部
を
枢
機
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
成
就
し
て
上
洛
使

者
の
決
定
に
つ
な
が
れ
ば
総
仕
上
げ
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
目
算
通
り
に
事
が
運
ぶ
訳
は
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
ま
ず
家
定
を
含
む
「
奥
向
」
が
な
お
井
伊
の
過
度
な
寄
り
か
か
り
を
拒
ん

で
い
た
。
井
伊
の
「
奥
向
」
工
作
は
徒
頭
の
薬
師
寺
元
真
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
薬
師
寺
は
南
紀
派
の
謀
主
で
あ
っ
た
紀
州
藩
附
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家
老
水
野
忠
央
の
妹
つ
な
が
り
で
側
用
取
次
の
平
岡
道
弘
と
縁
戚
の
「
間
柄
」
に
あ
り
、
同
時
に
中
奥
に
勤
仕
す
る
小
姓
頭
取
の
諏
訪
安

房
守
（
諱
不
明
）
と
は
先
代
家
慶
の
本
丸
入
り
に
扈
従
し
た
小
姓
グ
ル
ー
プ
の
同
期
同
士
、
実
は
平
岡
も
同
期
で
あ
り
（
102
）、「
奥
向
」
へ
の
働

き
か
け
は
主
に
こ
の
人
脈
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
諏
訪
は
家
定
附
き
か
ら
同
僚
と
な
っ
た
高
井
實
孝
と
と
も
に
薬
師
寺
と
の

つ
な
ぎ
に
当
た
っ
た
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
は
家
定
附
き
の
古
参
小
姓
権
太
遠
江
守
（
諱
不
明
）
と
と
も
に
一
橋
派
と
も
交
わ
っ
て
お
り
、

堀
田
か
ら
は
「
何
れ
も
無
二
の
忠
臣
故
竊
に
使
い
君
側
を
周
旋
さ
せ
候
ひ
し
」
と
語
ら
れ
て
い
た
（
103
）。
こ
の
よ
う
な
両
義
性
は
実
は
平
岡
も

同
様
で
、
同
期
組
に
は
海
防
掛
で
左
遷
大
目
付
土
岐
頼
旨
実
弟
で
あ
る
勘
定
奉
行
の
土
岐
朝
昌
も
い
て
以
前
に
は
彼
と
「
後
宮
其
外
の
形

勢
」
に
つ
き
親
し
く
意
見
を
か
わ
し
て
い
た
（
104
）。
平
岡
や
諏
訪
等
の
「
奥
向
」
主
流
が
家
定
の
宿
意
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、

右
の
両
義
性
は
そ
の
上
で
の
政
治
的
な
韜
晦
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
表
か
ら
自
立
し
て
そ
の
党
派
と
等
距
離
を
保
つ
こ
と

を
本
位
と
し
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
枢
機
が
後
嗣
慶
福
を
決
定
す
る
と
井
伊
が
求
め
る
二
老
中
の
罷
免
を
先
送
り
し
た
の
は
い
わ
ば
そ
の

本
位
へ
の
復
帰
で
あ
り
、
六
月
に
入
っ
て
「
御
表
向
の
御
弘
メ
」
に
向
け
た
日
程
消
化
が
は
じ
ま
る
と
そ
う
し
た
態
度
は
一
層
硬
く
な
る
。

井
伊
の
サ
イ
ド
が
一
〇
日
に
あ
つ
ら
え
た
家
定
と
の
「
御
壱
人
立
御
目
見
」
も
ど
う
や
ら
思
惑
外
れ
で
、
諏
訪
か
ら
は
「
此
義
（
間
部
登

用
）
抔
は
小
子
よ
り
餘
り
強
申
上
げ
而
も
如
何
可
有
之
哉
」
と
の
連
絡
が
入
り
、「
万
端
事
濟
ニ
被
遊
候
所
は
、
矢
張
丹
波
（
平
岡
）
之
内

存
哉
も
難
計
残
念
奉
存
候
（
105
）」
と
い
う
薬
師
寺
の
憤
懣
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
薬
師
寺
が
「
丹
波
守
身
構
ニ
も
當
惑
」
す
る
と
し
て
「
追

而
は
御
祟
り
も
御
座
候
方
御
為
」
か
と
そ
の
排
斥
を
訴
え
た
の
も
（
106
）同
じ
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
思
惑
外
れ
は
「
萬
一
洩
候
歟
、
推
測
被
致
候
而
は
誠
ニ
一
大
事
（
107
）」
と
情
報
の
拡
散
を
危
惧
さ
せ
、
先
行
き
の
不
安
を
膨
ら
ま

せ
る
。
と
は
い
え
、
既
に
家
定
の
許
し
を
得
て
い
た
か
ら
に
は
一
八
日
の
「
御
表
向
の
御
弘
メ
」
が
済
め
ば
「
一
先
安
心
」、
一
気
呵
成
に

枢
機
を
組
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
肝
心
の
「
御
表
向
の
御
弘
メ
」
が
ず
れ
込
む
こ
と
は

な
い
の
か
。
ま
た
枢
機
の
組
み
替
え
前
に
「
御
評
議
」
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
そ
う
な
れ
ば
多
勢
に
無
勢
と
な
り
か
ね
ず
、
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攻
守
所
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
実
を
い
え
ば
、井
伊
は
街
道
筋
風
雨
の
偶
然
と
通
商
条
約
締
結
の
急
迫
と
い
う
想
定
外
に
行
き
会
っ
て
、

以
上
を
二
つ
な
が
ら
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

井
伊
が
家
定
か
ら
「
堀
田
様
・
伊
賀
守
様
御
一
所
ニ
御
役
御
免
」
の
言
質
を
得
て
い
た
こ
と
を
、
当
の
「
堀
田
様
・
伊
賀
守
様
」
は
知
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
橋
派
の
「
賢
侯
」
連
が
井
伊
か
ら
そ
の
旨
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
（
108
）両
老
中
が
登
城
停
止
と
な
る
二
日
前
、
後
述
す

る
一
九
日
の
「
御
評
議
」
直
後
で
あ
る
。
以
降
は
堀
田
も
し
く
は
堀
田
と
忠
固
の
双
方
に
伝
わ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
後
に
触
れ
る
「
不
審
」

な
出
来
事
に
も
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、「
推
測
被
致
候
」
て
も
「
一
大
事
」
で
あ

る
な
ら
、「
推
測
」
は
十
分
に
可
能
な
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
故
の
不
穏
を
い
く
つ
か
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
も
中
奥
に
詰
め
る
側
衆

の
上
席
、
表
と
の
往
返
を
取
り
も
つ
側
用
取
次
と
し
て
、
平
岡
道
弘
を
挟
ん
で
一
方
に
は
井
伊
と
結
ん
で
久
し
い
夏
目
信
明
、
し
か
し
他

方
に
は
本
郷
泰
固
の
「
間
柄
」「
合
口
」
で
、
彼
を
介
し
て
忠
固
に
も
つ
な
が
る
石
河
政
平
が
い
た
。
石
河
は
や
が
て
井
伊
に
接
近
を
試
み

て
後
の
悲
劇
に
つ
な
が
る
が
、
敢
え
て
接
近
し
て
「
御
縋
り
」
す
る
理
由
と
し
て
は
「
今
以
御
泊
候
方
、
此
度
は
つ
れ
候
而
は
残
念
至
極
」

と
宿
直
外
れ
を
あ
げ
て
い
た
（
109
）。
そ
れ
は
中
奥
で
次
第
に
脇
へ
追
い
や
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
ど
う
し
て
そ
う
な

る
の
か
、
あ
れ
こ
れ
と
「
推
測
」
す
る
だ
ろ
う
。
井
伊
へ
の
接
近
は
、
同
列
が
次
々
と
す
り
寄
る
中
で
こ
れ
に
似
て
実
は
別
物
の
、「
推
測
」

を
瀬
踏
み
す
る
試
み
で
は
な
か
っ
た
か
。

同
様
の
ナ
ー
バ
ス
は
、
忠
固
に
も
見
て
と
れ
る
。
忠
固
は
六
月
に
入
る
と
公
然
と
井
伊
と
衝
突
し
て
井
伊
を
「
憤
怒
」
さ
せ
て
い
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
井
伊
の
前
で
は
堀
田
を
も
圧
倒
し
て
堀
田
は
「
威
勢
に
恐
れ
閉
口
し
笑
止
千
萬
の
躰
（
110
）」、
堀
田
麾
下
の
海
防
掛
諸
有
司
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も
「
伊
賀
殿
抔
近
来
ハ
當
り
か
た
き
勢
（
111
）」
と
受
け
と
め
て
「
賢
侯
」
連
と
と
も
に
忠
固
排
斥
の
度
合
い
を
強
め
て
い
た
。
だ
が
、
表
立
っ

て
の
居
丈
高
を
そ
の
優
勢
か
ら
の
傲
慢
と
見
る
の
は
も
は
や
困
難
で
あ
る
。
忠
固
の
当
月
の
『
日
記
』
に
は
従
来
と
異
な
る
記
載
が
現
れ

て
く
る
が
、
そ
の
い
く
つ
か
は
逆
の
想
像
へ
と
い
ざ
な
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
屋
敷
で
折
々
大
名
と
「
逢
対
」
す
る
習
慣
の
下
、
以
前

は
所
用
で
「
逢
対
」
を
省
い
た
折
に
こ
れ
を
録
す
る
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
回
は
そ
の
こ
と
に
加
え
て
五
日
と
七
日
、
次
い
で
間
を

お
い
て
一
八
日
と
、「
対
客
請
候
人
数
」
は
何
人
か
、
逐
一
の
数
を
万
石
以
上
以
下
そ
の
他
の
内
訳
を
添
え
て
記
入
す
る
（
112
）。
自
ら
の
勢
威
に

不
安
を
感
じ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
先
行
き
を
見
す
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。『
日
記
』
は
、
さ
ら
に
右
の
当
日
を
挟
む
上
旬
と

下
旬
、
幕
府
出
先
各
所
か
ら
の
書
状
受
領
を
刻
限
込
み
で
丹
念
に
書
き
記
す
。
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
種
の
記
事
は
、
な
に
よ

り
も
月
番
と
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
加
え
て
は
月
番
で
あ
る
こ
と
を
幸
い
に
五
月
末
に
手
配
し
た
将
軍
後
嗣
「
京
師
御
伺
」
の

返
報
を
誰
よ
り
も
早
く
確
認
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
意
向
の
現
れ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
確
認
の
意
向
が
朝
廷
の
継
嗣
問
題
へ
の
干
渉

を
警
戒
し
て
予
定
通
り
の
「
御
弘
メ
」
を
願
っ
て
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
そ
う
な
る
と
自
身
の
罷
免
に
つ
な
が
る
と
「
推
測
」

し
て
の
こ
と
な
の
か
、
勿
論
、
そ
こ
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
六
月
の
上
旬
は
さ
て
お
き
、
下
旬
に
お
い
て
は
、
次
に
見
る
よ
う
に

後
者
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

六
月
八
日
、「
京
師
御
伺
」
に
対
し
て
武
家
伝
奏
か
ら
「
目
出
度
被
思
召
候
旨
被
仰
出
候
」
と
の
答
書
が
返
さ
れ
る
（
113
）。
だ
が
、
所
司
代
実

務
方
か
ら
転
送
さ
れ
る
筈
の
そ
の
答
書
は
「
御
表
向
の
御
弘
メ
」
が
予
定
さ
れ
た
一
八
日
が
近
づ
い
て
も
江
戸
に
届
か
ず
、
一
六
日
に
は

順
延
含
み
で
養
君
御
用
掛
の
堀
田
か
ら
関
係
筋
に
「
右
御
日
取
明
後
十
八
日
よ
り
来
ル
廿
五
六
日
頃
迄
之
内
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
原
因
は

江
戸
や
利
根
川
沿
い
、
さ
ら
に
東
海
道
筋
に
広
が
っ
た
暴
風
雨
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
一
日
か
ら
一
九
日
ま
で
の
大
井
川
「
川
留
（
114
）」、

「
十
日
よ
り
酒
匂
川
・
馬
入
川
共
止
り
之
趣
（
115
）」
等
東
西
流
通
網
が
し
ば
し
寸
断
さ
れ
て
い
た
。
忠
固
の
『
日
記
』
は
、
数
日
来
激
動
続
き
と

な
っ
た
一
九
日
に
、
そ
の
激
動
を
ほ
と
ん
ど
記
さ
ず
「
去
る
五
日
出
京
都
状
今
子
中
刻
到
来
」
と
刻
む
。
そ
し
て
、
最
後
の
記
入
と
な
っ
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た
二
一
日
、
出
先
書
状
の
順
次
到
着
を
告
げ
る
冒
頭
で
「
當
月
九
日
出
京
都
状
今
卯
上
刻
到
来
」
と
記
す
（
116
）。
こ
こ
に
「
京
師
御
伺
」
答
書

の
早
朝
到
着
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
何
故
か
そ
の
こ
と
は
井
伊
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
当
日
夜
、
井
伊
が
奥
右
筆
組
頭
の
志

賀
金
八
郎
（
諱
不
明
）
を
呼
び
出
す
と
彼
は
「
此
義
ハ
迷
惑
仕
候
」
と
一
旦
拒
ん
で
強
く
「
恐
懼
」
し
、
や
が
て
二
日
を
過
ぎ
た
二
三
日
、

京
都
か
ら
の
「
八
日
附
」
答
書
を
老
中
が
詰
め
る
御
用
部
屋
へ
持
参
す
る
。
そ
し
て
、
月
が
改
ま
っ
た
七
月
一
日
、
遂
に
自
害
す
る
こ
と

に
な
る
（
117
）。
答
書
は
し
ば
し
隠
匿
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
志
賀
一
人
の
裁
量
で
行
わ
れ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
志
賀
が
養

君
御
用
掛
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
118
）そ
の
長
の
堀
田
の
采
配
か
、
し
か
し
月
番
の
忠
固
が
当
然
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
彼
の

先
ん
じ
て
の
指
示
か
、
あ
る
い
は
両
者
と
も
ど
も
の
差
配
な
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
別
の
力
が
働
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

志
賀
に
つ
い
て
は
、
此
年
の
四
月
、
鹿
児
島
の
島
津
斉
彬
が
江
戸
入
り
間
際
の
伊
達
宗
城
に
「
建
儲
之
一
條
」
を
め
ぐ
っ
て
あ
れ
こ
れ

書
き
送
る
中
で
「
外
ニ
以
権
道
志
印
江
申
込
メ
、
台
志
（
将
軍
意
向
）
を
改
メ
候
事
も
可
然
哉
」
と
述
べ
て
お
り
（
119
）、
彼
が
こ
こ
に
い
う
「
志

印
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ゞ
間
違
い
な
く
、
一
橋
派
「
賢
侯
」
連
の
有
力
な
手
蔓
も
し
く
は
隠
れ
た
同
志
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
斉
彬

は
、
そ
れ
か
ら
二
ヶ
月
後
の
六
月
に
は
、
慶
永
に
「
西
城
之
一
条
」
の
劣
勢
を
嘆
く
中
で
「
大
奥
よ
り
申
来
候
に
も
、
志
印
事
も
専
ら
紀

之
方
江
心
を
運
ひ
本
印
江
取
入
候
段
」
を
伝
え
て
い
た
（
120
）。
大
奥
か
ら
の
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
「
本
印
」
は
家
定
生
母
の
本
壽

院
で
、
こ
こ
で
の
「
志
印
」
は
あ
る
い
は
別
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
賢
侯
」
間
で
通
じ
る
略
称
と
考
え
れ
ば
、
志
賀
で
あ
っ

た
こ
と
も
否
定
で
き
ず
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
忠
固
や
本
郷
泰
固
（
ま
さ
か
「
本
印
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
121
））
か
ら
の
働
き
か
け
を
考
え
る
こ

と
も
で
き
、
結
局
は
前
段
と
近
似
の
判
断
に
な
る
。
右
の
綱
引
き
で
翻
弄
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
も
含
め
て
、
志
賀
は
二
ヶ
月
余
に
わ
た
る

「
閣
内
の
内
乱
」
の
最
初
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
宮
廷
政
治
が
過
熱
す
る
中
で
、
政
治
日
程
そ
れ
自
体
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
は
じ
め
る
。
ハ
リ
ス
や
ク
ル
チ
ュ
ウ

ス
が
通
商
条
約
の
交
渉
で
有
力
な
説
得
材
料
と
し
た
ア
ロ
ー
戦
争
の
脅
威
、
そ
の
戦
争
勝
利
の
余
勢
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
等
が
不
利
な
条

約
を
強
要
す
る
と
い
う
可
能
性
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
た
。
六
月
早
々
、長
崎
で
米
蘭
の
艦
船
来
港
が
相
次
ぎ
、「
支
那
之
戦
争
漸
ク
和
平
」

「
英
佛
亜
三
國
之
軍
艦
廿
艘
餘
も
不
遠
入
津
（
122
）」（
勝
義
邦
）
と
の
噂
が
広
が
る
。
五
日
ま
で
に
は
江
戸
の
海
防
掛
に
も
伝
え
ら
れ
、
岩
瀬
忠

震
は
橋
本
左
内
に
こ
れ
を
知
ら
せ
て
「
此
事
天
下
之
幸
と
な
る
か
不
幸
と
な
る
か
、
未
可
知
」
と
記
す
（
123
）。
未
だ
「
風
説
」
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
が
、
そ
の
通
り
な
ら
政
局
へ
の
衝
撃
は
大
き
い
筈
で
、
一
〇
日
、「
土
用
入
」
で
家
定
の
「
出
御
」
と
な
っ
た
城
中
で
は
、
折
か
ら
井

伊
の
「
御
壱
人
立
御
目
見
」
を
あ
つ
ら
え
た
薬
師
寺
が
「
何
や
ら
物
有
様
」
な
「
海
防
掛
之
寄
合
内
談
」
を
目
撃
す
る
（
124
）。
関
係
筋
が
「
風

説
」
通
り
と
知
っ
た
の
は
、
四
、
五
日
後
、
外
国
掛
の
堀
田
に
下
田
の
ハ
リ
ス
か
ら
そ
の
旨
の
連
絡
が
あ
り
、
日
米
の
条
約
「
調
判
之
儀

格
別
大
切
」
と
説
く
書
簡
（
125
）が
届
い
て
で
あ
っ
た
。
政
局
の
関
心
が
「
京
都
よ
り
御
返
答
あ
り
し
や
（
126
）」
に
集
ま
る
中
、
堀
田
が
こ
れ
を
枢
機

に
持
ち
出
し
た
様
子
は
窺
え
な
い
。

時
あ
た
か
も
和
親
条
約
締
結
前
後
の
米
露
競
り
合
い
に
似
て
、
一
六
日
、
下
田
に
は
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
も
乗
り
入
れ
て
く
る
。
ハ
リ
ス
は

そ
の
翌
日
に
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に
乗
船
し
て
神
奈
川
の
小
柴
沖
に
到
り
、
交
渉
委
員
の
派
遣
を
要
請
す
る
。
一
八
日
、
こ
こ
に
堀
田
は
急
迫

の
事
態
を
諸
大
名
以
下
に
布
告
し
、
海
防
掛
に
よ
る
「
應
接
出
張
」
の
態
勢
を
整
え
て
午
後
に
は
岩
瀬
忠
震
・
井
上
清
直
の
両
名
を
派
遣

し
た
（
127
）。
そ
の
日
、
両
名
に
永
井
尚
志
・
堀
利
煕
・
津
田
正
路
を
加
え
た
海
防
掛
五
名
は
、
急
迫
の
事
態
を
「
京
地
云
〃
不
構
、
當
地
限
御

英
斷
好
機
会
」
と
申
し
合
わ
せ
（
128
）、
い
わ
ば
進
ん
で
条
約
の
締
結
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
か
ね
て
か
ら
の
強
行
方
針
も
あ
っ
て
開
国
交
易
を

企
図
し
て
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
こ
こ
に
到
っ
て
は
事
後
に
枢
機
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
予
見
し
て
、
そ
の
合
意
が
な
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
誰
の
責
任
が
問
わ
れ
る
と
考
え
た
の
か
、
折
か
ら
岩
瀬
が
慶
永
に
「
梧
桐
を
洗
す
る
事
方
今
之
緊
要
」
と
し
て
「
御

配
慮
」
を
求
め
て
い
た
（
129
）こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
は
桐
が
家
紋
の
伊
賀
守
忠
固
で
、
こ
の
点
は
一
橋
派
の
「
賢
侯
」
連
も
同
様
な
の
だ
が
、
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そ
う
し
た
錯
誤
を
抱
え
た
ま
ま
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
南
紀
派
優
勢
の
枢
機
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。
岩

瀬
ら
は
、
当
日
夜
分
に
ハ
リ
ス
と
の
応
接
を
終
え
て
立
ち
戻
り
、
翌
一
九
日
の
城
中
評
議
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。

一
九
日
、
忠
固
の
『
日
記
』
は
冒
頭
に
「
去
る
五
日
出
京
都
状
」
の
到
着
を
刻
み
、
そ
の
後
に
四
つ
（
午
前
一
〇
時
頃
）
の
太
鼓
が
な
っ

て
登
城
、
通
常
と
変
わ
ら
な
い
朝
方
の
滑
り
出
し
を
記
す
。
し
か
し
、
宇
津
木
の
『
公
用
方
秘
録
』
に
よ
れ
ば
、
す
ぐ
に
「
三
奉
行
始
御

役
中
一
同
御
評
議
」
と
な
っ
た
ら
し
く
、
次
に
御
用
部
屋
で
枢
機
の
「
御
評
議
」、
そ
れ
か
ら
応
接
の
「
井
上
・
岩
瀬
之
両
人
」
を
呼
び
出

し
て
下
命
の
運
び
と
な
っ
て
い
た
。
以
後
、「
両
人
」
は
即
座
に
小
柴
沖
の
ポ
ー
ハ
タ
ン
号
に
向
か
う
。
忠
固
の
『
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
お

そ
ら
く
は
同
時
刻
に
家
定
か
ら
「
御
達
被
遊
候
旨
」
の
連
絡
が
あ
り
、「
掃
部
殿
初
一
同
」
は
「
御
前
に
出
御
用
相
伺
引
（
130
）」
と
な
る
。
果
た

し
て
こ
の
間
に
何
が
進
行
し
て
い
た
の
か
。

城
中
の
評
議
に
お
い
て
、
井
伊
は
多
勢
に
無
勢
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
彼
の
諾
否
が
決
定
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
り
、

思
わ
ぬ
形
で
名
に
実
の
と
も
な
う
最
上
位
の
決
裁
者
と
な
っ
て
い
た
。
ハ
リ
ス
の
主
張
は
、「
近
々
英
仏
之
軍
艦
数
十
艘
来
航
致
候
趣
」
で

そ
う
な
っ
て
の
「
応
接
方
御
面
倒
」
を
説
き
、
先
立
っ
て
日
米
の
「
仮
条
約
」
が
調
印
さ
れ
る
な
ら
間
に
立
っ
て
仲
介
し
十
分
に
不
利
を

回
避
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
御
役
中
一
同
御
評
議
」
で
は
、
堀
田
の
黙
認
や
忠
固
の
公
然
と
し
た
肯
定
も
含
め
て
、
大
方
が
ハ

リ
ス
の
申
し
入
れ
を
是
と
し
た
。
だ
が
、
既
に
朝
廷
へ
の
対
応
に
傾
注
す
る
井
伊
は
条
約
が
「
朝
廷
江
御
伺
済
ニ
不
相
成
内
ハ
」
不
可
を

説
き
、
賛
同
は
わ
ず
か
に
一
人
、
若
年
寄
古
参
の
本
多
忠
徳
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
う
な
る
と
誰
が
ど
う
す
れ
ば
決
定
に
つ
な
が
る
か
は
明

ら
か
で
、
御
用
部
屋
で
の
「
御
評
議
」
に
移
る
と
も
は
や
井
伊
の
譲
歩
を
見
守
る
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
る
。
宇
津
木
が
仄
聞
し
て
の
描
写
、

「
堀
田
備
中
守
様
・
松
平
伊
賀
守
様
ニ
ハ
素
よ
り
御
許
し
可
被
成
御
底
意
、
其
余
之
方
々
様
ニ
も
指
当
り
致
方
も
無
之
ニ
付
」
と
は
、
そ
う

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
（
131
）。
こ
う
し
て
、
結
論
は
「
成
丈
為
引
延
候
方
可
然
」
と
な
り
、
命
を
受
け
た
ハ
リ
ス
応
接
の
井
上
清
直
か
ら
「
成

丈
」と
あ
る
以
上
は
止
む
を
得
な
け
れ
ば「
印
可
被
仰
付
哉
」と
問
わ
れ
る
と
、「
其
節
ハ
致
方
無
之
」と
答
え
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
132
）。
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宇
津
木
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
当
日
「
御
帰
館
」
し
た
井
伊
は
側
近
ら
と
意
見
を
か
わ
し
愕
然
と
す
る
。
側
近
や
重
臣
諸
役
ら
は
、

止
む
を
得
な
け
れ
ば
「
調
印
」
に
「
同
心
」
し
た
以
上
は
朝
廷
の
反
応
次
第
で
「
諸
役
人
之
罪
御
大
老
職
ニ
而
御
引
受
」
と
な
る
と
し
、

い
わ
ば
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
に
等
し
い
と
訴
え
た
。
そ
し
て
、
井
伊
自
身
も
「
今
日
之
場
合
、
能
々
御
考
」
る
な
ら
そ
の
通
り
で
、「
隠
謀

之
輩
之
術
中
ニ
御
落
入
」
る
こ
と
に
な
っ
た
と
受
け
と
め
、「
此
上
ハ
身
分
御
伺
被
遊
候
よ
り
致
方
無
之
」
と
辞
職
含
み
の
政
治
的
な
敗
北

さ
へ
口
に
し
た
（
133
）の
で
あ
る
。
最
上
位
の
決
裁
者
は
、
当
然
に
も
一
切
の
責
任
が
問
わ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。

で
は
、
そ
う
判
断
し
た
時
、
井
伊
の
サ
イ
ド
に
は
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
残
さ
れ
て
い
た
の
か
。「
御
家
之
一
大
事
」
と
考
え
る
側
近
や

重
臣
ら
が
、
真
っ
先
に
考
え
つ
く
の
は
責
任
の
回
避
か
、
せ
め
て
そ
の
分
散
軽
減
で
あ
る
。
独
断
で
条
約
調
印
中
止
の
急
使
を
派
遣
す
る

こ
と
さ
え
語
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
越
権
の
極
論
を
別
に
す
れ
ば
ま
ず
は
諸
大
名
へ
の
再
々
諮
問
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
想
定
外
の
事

態
で
あ
っ
て
み
れ
ば
「
諸
大
名
存
意
も
御
尋
之
上
ニ
而
御
治
定
」
も
あ
り
え
た
と
指
摘
し
、
井
伊
自
身
も
「
其
所
へ
心
付
不
申
…
…
無
念

之
至
」
と
臍
を
噛
ん
だ
と
い
う
。
宇
津
木
は
差
し
当
た
り
こ
れ
だ
け
を
記
す
が
、
ま
さ
か
そ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
橋
派
の

記
録
に
よ
れ
ば
、
一
九
日
当
日
の
午
後
に
は
指
摘
通
り
の
方
向
で
井
伊
自
ら
が
「
賢
侯
」
連
へ
の
根
回
し
に
動
い
て
い
た
。
前
日
か
ら
約

束
の
伊
達
宗
城
、
次
い
で
宗
城
を
介
し
て
慶
永
に
対
面
し
、「
明
日
は
此
事
を
諸
大
名
に
御
相
談
い
た
す
へ
く
と
思
ふ
か
如
何
」
と
問
い
か

け
る
。
そ
し
て
大
筋
の
賛
同
を
得
て
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
「
京
都
へ
申
上
げ
た
る
上
」
で
条
約
に
対
処
す
る
と
い
う
自
ら
の
主
張
に
「
同

志
之
諸
侯
一
同
し
て
…
…
左
袒
せ
ら
る
ゝ
様
」
依
頼
し
た
の
で
あ
る
（
134
）。

右
に
不
審
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
宗
城
が
井
伊
を
尋
ね
た
の
は
一
九
日
の
城
中
評
議
前
だ
が
、
宗
城
が
直
後
に
慶
永
を
尋
ね
て
語
っ

た
内
容
は
城
中
評
議
の
大
勢
も
含
ま
れ
て
い
て
当
日
は
午
後
の
三
者
往
返
も
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
前
日
か
ら
既
に
想
定
さ
れ

て
い
た
の
か
と
不
思
議
で
あ
る
（
135
）。
ま
た
翌
二
〇
日
に
な
る
と
、
井
伊
は
宗
城
に
枢
機
で
大
名
総
出
仕
の
合
意
が
成
立
し
た
も
の
の
中
止
と

な
っ
た
旨
を
書
き
送
る
が
（
136
）、
家
定
の
寛
永
寺
参
詣
が
予
定
さ
れ
た
こ
の
日
、
井
伊
は
随
従
せ
ず
続
い
て
の
登
城
も
な
く
、
こ
れ
又
そ
の
文
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面
を
額
面
通
り
に
は
受
け
と
り
に
く
い
。
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
と
困
惑
す
る
が
、
し
ば
ら
く
は
細
部
の
こ
と
と
し
て
棚
上
げ
す
る
し
か

な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
う
も
い
か
な
い
不
審
も
あ
る
。
こ
こ
に
来
て
屋
上
屋
に
さ
ら
に
屋
を
重
ね
る
よ
う
な
「
諸
大
名
存
意
も
御
尋
」
と
は
何
事
か
、

も
は
や
幕
府
は
危
機
対
応
の
能
力
を
持
た
な
い
と
告
げ
る
に
等
し
い
。
ま
し
て
、
そ
の
場
で
一
橋
派
「
賢
侯
」
の
協
力
を
仰
ぐ
と
は
ど
う

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
将
軍
後
嗣
慶
福
の
先
行
き
は
怪
し
く
な
り
、家
定
の
井
伊
に
対
す
る
信
任
も
揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
。
責
任
を
負
っ
て「
隠

謀
之
輩
之
術
中
ニ
御
落
入
」、
責
任
を
か
わ
そ
う
と
し
て
又
ぞ
ろ
「
隠
謀
之
輩
之
術
中
ニ
御
落
入
」
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
従
来
の
立
ち

位
置
か
ら
す
る
と
理
解
に
苦
し
む
選
択
で
、
そ
れ
で
も
な
お
一
定
の
手
配
り
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
井
伊
サ
イ
ド
の
周
章
狼
狽
を
考
え
る

し
か
な
く
、
枢
機
要
路
の
綱
引
き
は
な
お
そ
れ
程
の
際
ど
さ
を
孕
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

再
々
諮
問
は
、
し
か
し
、
幸
か
不
幸
か
、
選
択
肢
と
し
て
は
霧
散
す
る
。
一
九
日
夕
刻
に
井
伊
が
慶
永
に
話
を
持
ち
か
け
た
時
、
既
に

小
柴
沖
で
は
日
米
修
好
通
商
条
約
と
附
属
の
貿
易
章
程
が
調
印
さ
れ
て
い
て
、
も
は
や
「
諸
大
名
存
意
も
御
尋
之
上
ニ
而
御
治
定
」
は
あ

り
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
二
〇
日
、
井
伊
は
朝
か
ら
の
寛
永
寺
参
詣
に
「
先
格
」
を
も
っ
て
扈
従
せ
ず
（
137
）、
お
そ
ら
く
は
「
中
暑
発

熱
、
頭
通マ

マ

強
く
（
138
）」
で
事
後
の
登
城
も
見
送
っ
て
自
邸
で
側
近
ら
と
対
策
を
協
議
す
る
。
そ
し
て
、
宇
津
木
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
未
だ
京

都
か
ら
の
返
報
が
な
く
家
定
の
求
め
る
「
御
養
君
御
発
し
済
」
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
に
逡
巡
を
重
ね
な
が
ら
、
し
か
し
側
近
や
重
臣

ら
の
督
促
を
受
け
て
遂
に
は
「
備
中
守
様
・
伊
賀
守
様
御
取
除
ケ
、
間
部
様
・
太
田
道
淳
様
御
入
」
の
強
行
を
決
意
す
る
。
こ
う
し
て
、

急
ぎ
薬
師
寺
を
介
し
て
「
奥
向
」
へ
の
工
作
を
進
め
、
翌
二
一
日
に
か
け
て
は
堀
田
や
忠
固
ら
に
よ
っ
て
江
戸
湾
や
大
阪
湾
京
都
辺
警
備

の
手
配
り
が
な
さ
れ
る
中
、
な
お
自
邸
に
こ
も
っ
て
連
絡
を
待
ち
、
午
後
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
朗
報
を
得
る
。
こ
の
日
の
朝
方
、
京
都

か
ら
の
答
書
が
届
い
て
い
た
が
、
井
伊
は
こ
れ
を
知
ら
ず
、
お
そ
ら
く
「
奥
向
」
に
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
井
伊
は
夕
刻
を
控
え
て
登
城

し
、
家
定
の
召
命
を
受
け
て
先
延
ば
し
を
打
診
さ
れ
て
も
引
か
ず
、
遂
に
は
「
大
ニ
都
合
宜
旨
」
の
「
御
意
」
を
聞
く
。
ゴ
タ
ゴ
タ
は
な
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お
続
く
が
、
こ
の
日
深
更
に
は
堀
田
と
忠
固
の
両
名
に
「
明
日
よ
り
御
登
城
御
差
留
」
の
「
上
意
」
が
伝
え
ら
れ
た
（
139
）。

家
定
や
「
奥
向
」
が
、
井
伊
の
枢
機
改
編
の
求
め
に
応
じ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
京
都
か
ら
の
答
書
到
着
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

な
く
も
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
井
伊
を
召
し
出
し
た
時
に
こ
れ
を
教
え
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
到
着
を
知
ら
ず
、「
御
養

君
御
発
」
ま
で
に
あ
と
一
押
し
と
思
う
な
ら
、
枢
機
に
あ
っ
て
は
誰
が
一
番
当
て
に
な
る
と
考
え
る
の
か
、
ど
う
も
家
定
ら
に
と
っ
て
事

態
は
そ
う
い
う
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
て
井
伊
の
求
め
に
応
じ
た
と
見
た
方
が
分
か
り
や
す
い
。
堀
田
は
当
然
に
も
除
外
さ
れ
、
忠
固
も

既
に
そ
の
両
義
的
な
対
応
が
知
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
て
に
な
る
の
は
井
伊
し
か
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
勿
論
、
以
上
は
す
べ
て

想
像
で
、
た
だ
家
定
が
了
承
し
た
結
果
だ
け
が
あ
る
。

こ
れ
以
降
は
、
枢
機
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
任
免
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
日
米
通
商
条
約
調
印
の
諸
大
名
布
告
と
朝
廷
へ
の
奉
書
連
絡
が
な

さ
れ
、
次
い
で
一
方
で
は
オ
ラ
ン
ダ
と
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
に
通
商
条
約
の
締
結
、
他
方
で
は
か
ね
て
の
政
治
日
程

通
り
に
将
軍
後
嗣
慶
福
の
公
表
と
上
洛
使
者
の
発
令
が
行
わ
れ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
間
に
井
伊
問
責
の
動
き
も
あ
ら
わ
に
な
り
、
そ
の

最
中
に
家
定
が
倒
れ
死
亡
す
る
。
そ
し
て
、
孝
明
天
皇
が
憤
激
す
る
中
で
政
争
は
京
都
に
飛
び
火
し
、
や
が
て
密
勅
の
降
下
で
江
戸
と
北

関
東
へ
の
戻
り
火
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
れ
て
、
井
伊
は
友
敵
の
弁
別
に
一
層
傾
い
て
果
断
と
力
業
だ
け
を
み
が
き
上
げ
、
枢
機
に
お
い
て

は
専
断
、
要
路
に
向
け
て
は
専
制
の
手
配
り
を
重
ね
な
が
ら
、
朝
廷
や
大
名
諸
藩
に
対
し
て
は
予
想
を
こ
え
た
強
圧
と
目
先
の
利
益
明
ら

か
な
取
引
き
を
繰
り
返
す
。
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（
1
）
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
津
山
郷
土
博
物
館
／「
江
戸
一
目
図
屏
風
」
等
https://trc-adeac.trc.co.jp/w
j11c0/w
jjs02u/3320315200

（
2
）
復
刻
古
地
図
（
人
文
社
）、
細
部
は
不
明
な
が
ら
そ
の
全
体
図
は
こ
ち
ず
ラ
イ
ブ
ラ
リ
oldm
ap.jp/j/
に
掲
載
中
。

（
3
）
『
江
戸
切
絵
図
集
成
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
六
〜
五
九
年
）
第
三
巻
一
四
五
頁
。

（
4
）
『
松
本
市
史
』
第
二
巻
歴
史
編
Ⅱ

一
四
六
頁
。

（
5
）
『
江
戸
切
絵
図
集
成
』
第
二
巻
一
一
四
頁
・
第
六
巻
二
九
頁
。

（
6
）
同

前

第
五
巻
一
一
〇
頁
、
又
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
掲
載
。

（
7
）
国
会
図
書
館
蔵
、
な
お
該
当
分
は
『
江
東
区
の
文
化
財
2
深
川
寺
町
界
隈
』（
江
東
区
教
育
委
員
会
）
の
表
紙
に
転
写
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
『
大
日
本
維
新
史
料

類
纂
之
部

井
伊
家
史
料
』（
以
下
、『
井
伊
家
史
料
』
と
略
す
）
第
六
巻
三
四
八
頁
。
な
お
、
こ
の
依
頼
に
対
す
る
回
答
と
見
ら
れ

る
文
書
は
同
前
三
四
九
〜
五
〇
頁
・
第
七
巻
一
五
九
〜
六
二
頁
そ
の
他
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。

（
9
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
二
六
四
頁
。

（
10
）
東
京
大
学
史
料
編
編
纂
所
・
維
新
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
該
当
項
目
イ
メ
ー
ジ
で
『
維
新
史
料
稿
本
』
に
ア
ク
セ
ス
、
以
下
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
と
略
す
）
安

政
六
年
二
月
二
日
寺
社
奉
行
板
倉
勝
静
以
下
更
迭
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
七
九
四
。

（
11
）（
12
）（
14
）
佐
々
木
克
編
『
史
料

公
用
方
秘
録
』（
彦
根
城
博
物
館
叢
書
七
、『
公
用
方
』
と
略
す
）
一
四
頁
。

（
13
）
『
昨
夢
紀
事
』（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
、
以
下
『
昨
夢
』
と
略
す
）
第
三
巻
三
五
九
頁
。

（
15
）（
21
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
二
頁
。

（
16
）（
17
）（
18
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
六
三
頁
。

（
19
）
同

前

二
六
六
頁
。

（
20
）
『
公
用
方
』
一
五
頁
。

（
22
）
「
井
伊
直
弼
試
論
（
上
）」『
北
海
学
園
大
学
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
三
四
三
〜
五
頁
。

（
23
）
『
公
用
方
』
一
六
頁
。

（
24
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
四
一
頁
。

（
25
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
五
二
頁
。

（
26
）
『
橋
本
景
岳
全
集
』（
續
日
本
史
籍
協
会
叢
書
）
第
二
巻
九
三
七
頁
。

（
27
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
と
略
す
）『
松
平
忠
固
日
記
』（
ほ
│
75
│
Ａ
、
以
下
『
忠
固
日
記
』
と
略
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し
所
在
を
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
の
「
全
表
示
」
イ
メ
ー
ジ
巻
│
頁
Ｎ
Ｏ
で
表
す
）。

（
28
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
堀
田
正
睦
日
記
』（
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
化
は
所
有
権
者
不
許
可
、
以
下
『
堀
田
日
記
』
と
略
す
）。

（
29
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
二
七
〜
八
。

（
30
）
『
昨
夢
』
第
二
巻
四
二
五
頁
。

（
31
）
同

前

四
五
八
・
四
六
一
頁
。

（
32
）
「
井
伊
直
弼
試
論
（
上
）」
三
三
二
〜
三
頁
を
参
照
。

（
33
）
『
公
用
方
』
一
五
頁
。

（
34
）
行
論
に
述
べ
る
が
、
忠
固
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
河
川
修
復
に
と
も
な
う
金
銭
貸
与
の
「
内
願
」
で
、『
昨
夢
』
も
慶
永
が
「
勝
手
向
の
事
な
る
へ
し
」
と

推
測
し
た
こ
と
を
記
す
（
第
二
巻
四
六
一
頁
）。
久
世
に
つ
い
て
は
、『
忠
固
日
記
』
に
身
内
の
身
分
関
係
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
を
引
き
合
い
と
し
た
の
だ

ろ
う
。

（
35
）
『
堀
田
正
睦
外
交
文
書
』（
千
葉
県
・
千
葉
県
史
料
近
世
篇
、
昭
和
五
六
年
）
七
頁
。

（
36
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
一
〇
頁
、
こ
れ
に
対
す
る
忠
固
の
井
伊
へ
の
回
答
が
同
前
五
三
〜
四
頁
。

（
37
）
そ
の
様
子
は
、「
堀
田
留
守
中
老
中
退
出
も
早
く
相
成
、
先
々
御
手
透
と
申
す
事
ニ
候
」（『
井
伊
家
史
料
』
第
五
巻
四
七
〇
頁
）
等
に
窺
え
る
。
た
だ
、
通

常
実
務
の
問
題
が
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
こ
の
頃
に
米
価
高
騰
の
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
行
論
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

（
38
）
「
井
伊
直
弼
試
論
（
上
）」
三
三
七
頁
。

（
39
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
五
巻
四
六
八
頁
。

（
40
）
慶
永
を
中
心
と
す
る
一
橋
派
と
の
接
触
に
つ
い
て
は「
井
伊
直
弼
試
論（
上
）」三
三
九
〜
四
〇
頁
を
参
照
。
井
伊
と
の
接
触
は
必
ず
し
も
早
く
な
く
、は
っ

き
り
と
確
認
で
き
る
の
は
安
政
五
年
三
月
初
頭
の
城
中
で
の
面
談
が
最
初
で
（『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
一
〇
頁
）、
以
降
は
時
折
の
往
返
と
な
る
。
後
嗣
問

題
が
急
浮
上
し
て
く
る
中
で
は
、
井
伊
は
む
し
ろ
溜
間
詰
で
古
参
先
任
で
あ
っ
た
堀
田
と
の
意
見
交
換
に
向
か
い
、
そ
の
上
洛
前
に
も
踏
み
込
ん
だ
議
論
を

か
わ
し
て
い
た
（『
井
伊
家
史
料
』
第
五
巻
四
六
七
〜
八
頁
）。
な
お
、
井
伊
が
忠
固
の
老
中
再
任
の
折
に
接
近
を
試
み
た
こ
と
は
、『
昨
夢
』
第
三
巻
三
六
一

頁
に
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）
『
昨
夢
』
第
三
巻
二
九
九
頁
。

（
42
）
な
お
堀
田
帰
府
直
前
に
「
上
閣
（
忠
固
）
召
出
半
時
を
過
候
由
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
（『
昨
夢
』
第
三
巻
三
五
一
頁
）。

（
43
）
『
公
用
方
』
一
五
頁
。
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（
44
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
六
三
頁
。

（
45
）
『
堀
田
日
記
』
第
六
巻
該
当
月
日
を
参
照
。
な
お
、『
藤
岡
屋
日
記
』（
三
一
書
房
、
昭
和
六
二
〜
平
成
七
年
）
第
八
巻
の
該
当
年
月
日
で
も
一
応
の
輪
郭
は

た
ど
れ
る
。

（
46
）
『
堀
田
日
記
』
第
一
〜
三
巻
に
は
前
年
に
阿
部
正
弘
が
亡
く
な
る
前
六
ヶ
月
の
「
風
邪
流
行
」
に
よ
る
「
不
来
」
続
き
も
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
欠
勤

状
況
は
ラ
ン
ダ
ム
な
入
れ
替
わ
り
で
明
ら
か
に
様
相
を
異
に
す
る
。

（
47
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
六
〜
七
頁
・
六
七
頁
・
七
九
・
八
一
頁
。

（
48
）
同

前

八
三
頁
。

（
49
）
同

前

一
〇
一
頁
、
そ
の
他
九
三
頁
・
一
〇
三
頁
等
。

（
50
）
『
堀
田
日
記
』
第
六
巻
八
一
丁
（
こ
の
場
合
、
見
開
き
二
頁
を
一
丁
と
す
る
）。

（
51
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
〇
八
一
。

（
52
）
同

前

Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
〇
九
一
。

（
53
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
〇
三
〜
四
頁
。

（
54
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
一
四
一
。

（
55
）
『
昨
夢
』
第
三
巻
三
七
四
頁
。

（
56
）
『
堀
田
日
記
』
第
六
巻
五
四
丁
。

（
57
）
『
公
用
方
』
一
五
頁
。

（
58
）
『
堀
田
日
記
』
第
六
巻
五
三
丁
。

（
59
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
七
一
〜
二
頁
。

（
60
）
『
昨
夢
』
第
三
巻
四
〇
三
頁
。

（
61
）
『
公
用
方
』
一
五
〜
六
頁
。

（
62
）
多
少
の
補
足
は
し
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
御
養
君
之
一
條
」
の
五
月
早
々
決
定
済
み
に
つ
い
て
は
、
井
伊
と
宇
津
木
と
が
長
野
に
書
き
送
っ
て
い

る
が
、
そ
の
趣
旨
は
「
閣
老
一
同
」
が
「
此
方
な
れ
ハ
ケ
様
ニ
候
、
彼
方
な
れ
ハ
ケ
様
ニ
候
」
と
選
択
肢
を
示
し
て
家
定
の
意
向
を
尋
ね
、
朔
日
に
は
慶
福

と
「
決
心
」
し
た
の
で
「
取
調
」
を
と
の
「
上
意
」
を
得
た
こ
と
、
こ
れ
に
よ
り
皆
が
「
内
々
御
先
例
等
取
調
ニ
懸
り
…
…
御
上
ニ
も
御
急
ニ
付
、
精
々
手

廻
し
い
た
し
候
様
申
合
」
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
三
六
〜
七
頁
）。
だ
が
、
宇
津
木
は
右
の
成
り
行
き
を
そ
の
記
録
（『
公
用
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方
』）
に
残
さ
ず
、
六
日
に
井
伊
が
召
し
出
さ
れ
た
時
を
「
上
意
」
拝
聴
の
初
例
と
す
る
。
ま
し
て
朔
日
は
五
月
の
節
句
儀
礼
が
後
続
す
る
月
次
御
礼
の
当
日

で
、
堀
田
の
日
記
は
た
だ
定
例
通
り
の
進
行
を
記
す
だ
け
で
あ
る
。
総
じ
て
他
の
証
言
と
か
み
合
わ
ず
、
話
は
長
野
の
政
治
工
作
に
有
利
な
よ
う
に
捏
造
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
は
別
に
、「
閣
老
一
同
」
の
「
申
合
」
せ
に
触
れ
た
一
節
は
、
そ

れ
な
り
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
台
慮
」
が
一
歩
踏
み
出
し
て
日
程
や
諸
式
の
「
取
調
」
を
求
め
て
も
不
思
議
は
な
く
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た

な
ら
「
閣
老
衆
の
評
定
」
は
「
内
々
御
先
例
等
取
調
」
に
は
じ
ま
っ
て
先
々
の
諸
式
儀
礼
に
つ
な
げ
る
実
務
処
理
の
含
み
を
持
っ
た
筈
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

た
と
え
五
月
早
々
の
「
御
決
評
」
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
時
日
は
要
し
た
に
違
い
な
く
、
し
ば
ら
く
見
通
し
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
に

一
応
の
説
明
は
つ
く
。
と
り
あ
え
ず
、
今
の
と
こ
ろ
言
い
得
る
こ
と
は
、
こ
の
位
か
と
思
わ
れ
る
。

（
63
）
堀
田
帰
府
に
先
立
つ
三
月
下
旬
か
ら
忠
固
ら
に
よ
っ
て
大
名
諮
問
の
対
策
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
翌
四
月
に
は
譜
代
大
名
に
つ
い
て
溜
間
詰
を
中
心
に
待

機
の
手
配
り
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
典
型
は
「
近
頃
六
个
年
」
も
在
府
の
松
平
頼
胤
に
対
す
る
月
半
ば
の
就
封
停
止
で
あ
り
、
水
戸
家
親
戚
筋
な
が
ら
反
斉

昭
で
知
ら
れ
た
頼
胤
は
、
同
席
で
近
し
い
井
伊
が
折
か
ら
京
都
警
護
の
た
め
の
就
封
が
予
定
さ
れ
る
中
で
こ
れ
に
代
わ
る
溜
間
詰
の
重
鎮
と
し
て
「
上
意
」

を
も
っ
て
そ
の
在
府
継
続
が
は
か
ら
れ
て
い
た
（
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
安
政
五
年
四
月
一
五
日
松
平
頼
胤
就
封
停
止
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
四
六
二
│
三
）。
他
方
、
一
橋
派

の
慶
永
は
忠
固
に
間
も
な
く
の
帰
藩
を
控
え
て
延
期
の
希
望
を
伝
え
る
が
、
一
向
に
停
止
の
音
沙
汰
が
な
く
、
遂
に
は
「
御
暇
の
上
使
」
を
覚
悟
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
る
。
だ
が
、
下
旬
に
堀
田
が
帰
府
す
る
と
、
お
そ
ら
く
は
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
山
内
豊
信
と
も
ど
も
「
九
諸
侯
へ
（
御
暇
の
）
上
使
の
御
沙
汰

な
り
し
に
惣
而
止
め
ら
れ
た
る
由
」
で
在
府
継
続
と
な
り
（『
昨
夢
』
第
三
巻
三
五
五
〜
七
頁
）、
参
勤
で
入
府
し
た
ば
か
り
の
伊
達
宗
城
と
轡
を
並
べ
て
「
何

分
老
中
ノ
手
ニ
合
不
申
者
共
」（『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
三
七
頁
）
の
陣
容
を
な
す
。
こ
う
し
て
、
後
嗣
問
題
と
も
絡
ん
だ
枢
機
内
部
の
綱
引
き
か
ら
足

並
み
は
揃
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
井
伊
の
大
老
就
任
直
後
に
は
既
に
「
御
暇
」
発
令
済
み
の
大
名
を
も
「
發
途
停
止
」
と
し
た
上
で
「
不
時
登
城
」
を
「
仰

出
」、「
勅
答
」
を
示
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
存
慮
」
を
尋
ね
る
運
び
と
な
る
。

（
64
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
四
四
頁
。

（
65
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
三
五
〜
六
頁
。

（
66
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
三
九
頁
。

（
67
）
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
安
政
五
年
五
月
一
一
日
暫
時
滞
府
大
名
へ
の
帰
藩
許
可
条
イ
メ
ー
ジ
〇
三
五
五
│
七
。

（
68
）
同

前

イ
メ
ー
ジ
〇
三
七
四
。

（
69
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
四
九
頁
、
慶
永
は
「
御
失
望
限
り
な
し
」
で
あ
っ
た
。

（
70
）（
72
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
〇
三
〜
六
頁
。
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（
71
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
九
三
頁
。
な
お
『
橋
本
景
岳
全
集
』
は
こ
の
書
簡
を
一
ヶ
月
前
の
四
月
二
七
日
と
す
る
が
（
第
二
巻
八
七
九
〜
八
〇
頁
）
が
、
文
中
の
「
蘭

人
も
、
来
る
四
日
に
発
足
」
と
い
う
記
述
か
ら
推
し
て
、
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス
の
江
戸
出
発
は
六
月
四
日
な
の
で
や
は
り
『
昨
夢
紀
事
』
の
通
り
五
月
二
七
日
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
73
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
三
四
頁
。

（
74
）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
八
巻
の
該
当
期
間
に
こ
の
記
述
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

（
75
）
佐
久
間
長
敬
「
鈴
木
傳
考
異
二
」
森
鴎
外
「
鈴
木
藤
吉
郎
」
添
付
資
料
『
鴎
外
全
集
』
第
一
八
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
）
五
五
頁
。

（
76
）
同

前

五
六
〜
七
頁
。

（
77
）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
七
巻
四
六
〇
頁
。

（
78
）
難
波
信
雄
「
幕
末
仙
台
藩
の
経
済
構
造
」
石
井
孝
『
幕
末
維
新
期
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
三
年
）
二
五
七
〜
九
頁
。

（
79
）
「
江
戸
定
期
米
変
動
表
」
鈴
木
直
二
『
増
訂

江
戸
に
お
け
る
米
取
引
の
研
究
』（
柏
書
房
、
昭
和
四
〇
年
）
一
七
四
〜
五
頁
。

（
80
）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
八
巻
一
五
五
頁
。

（
81
）
同

前

一
六
三
頁
、
三
月
の
月
番
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
82
）
『
増
訂

江
戸
に
お
け
る
米
取
引
の
研
究
』
二
七
〇
〜
八
三
頁
。

（
83
）
注
75
・
77
・
78
を
参
照
。

（
84
）
「
鈴
木
傳
考
異
二
」
五
四
頁
。

（
85
）
な
お
、
藤
吉
郎
に
つ
い
て
は
、
江
戸
震
災
後
の
復
興
事
業
へ
の
関
与
も
押
さ
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
森
鴎
外
は
い
く
つ
か
の
回
顧
に
基
づ
い
て
「
考
證
」

を
旨
と
す
る
小
論
『
鈴
木
藤
吉
郎
』
を
ま
と
め
、
複
数
の
土
木
事
業
の
推
進
を
筆
頭
例
と
し
て
彼
を
「
有
為
の
人
材
」
と
す
る
（
前
掲
書
四
三
頁
）。
こ
れ
を

裏
付
け
る
よ
う
に
、『
武
江
年
表
』
は
安
政
三
年
一
一
月
か
ら
翌
四
年
五
月
、
閏
五
月
と
例
示
さ
れ
た
諸
事
業
の
開
始
を
告
げ
、
町
屋
と
し
て
払
い
下
げ
ら
れ

た
造
成
地
の
程
な
く
の
「
繁
昌
」
を
記
す
（『
定
本

武
江
年
表
』﹇
ち
く
ま
学
芸
文
庫
﹈
下
巻
八
八
頁
・
九
三
〜
九
四
頁
）。
二
年
一
〇
月
に
安
政
大
地
震
が

あ
っ
て
復
興
作
業
が
始
ま
り
、
三
年
五
月
に
藤
吉
郎
が
阿
部
正
弘
直
々
の
申
し
渡
し
に
よ
っ
て
町
奉
行
「
直
支
配
」
の
配
下
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
差
配
に
よ
る
土
木
事
業
が
ど
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
か
は
大
凡
の
察
し
が
つ
く
。
推
測
を
交
え
て
い
え
ば
、
と
り
わ
け
人
目
を
引
い
て
「
藤
吉
が

出
て
今
川
は
亡
び
け
り
」
と
揶
揄
さ
れ
た
外
濠
内
の
今
川
橋
川
筋
埋
め
立
て
は
、
お
そ
ら
く
周
辺
瓦
礫
の
廃
棄
か
ら
始
ま
っ
て
神
田
火
除
け
土
手
を
取
り
払

い
土
砂
を
川
筋
の
整
地
に
用
い
て
平
地
を
二
つ
な
が
ら
造
成
し
、
町
屋
に
払
い
下
げ
て
そ
の
代
金
を
復
興
資
金
に
充
当
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

（
86
）
本
庄
栄
治
郎
『
幕
末
の
新
政
策
』（
昭
和
一
〇
年
）
二
九
三
〜
四
頁
。
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（
87
）
同

前

二
九
四
〜
三
〇
三
頁
。

（
88
）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
七
巻
四
五
九
頁
。

（
89
）
『
堀
田
正
睦
』（
千
葉
県
郷
土
資
料
刊
行
会
・
復
刻
版
、
昭
和
四
七
年
）
第
二
章
五
頁
。

（
90
）
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
安
政
三
年
一
一
月
一
八
幕
府
任
免
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
六
八
三
│
九
〇
。

（
91
）
「
鈴
木
傳
考
異
二
」
五
一
頁
、
な
お
行
論
で
程
な
く
引
用
す
る
落
首
は
同
前
五
二
頁
。

（
92
）
同

前

五
三
頁
。
な
お
岡
崎
寛
徳
「
江
戸
町
与
力
東
条
為
一
の
長
崎
転
任
」『
大
倉
山
論
集
』
第
五
五
輯
（
二
〇
〇
九
年
）
は
、
そ
の
回
顧
を
手
堅
い
実

証
作
業
を
通
し
て
や
や
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。

（
93
）（
94
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
〇
三
〜
四
頁
。

（
95
）
『
大
日
本
古
文
書

幕
末
外
国
関
係
文
書
』（
以
下
、『
外
国
関
係
文
書
』
と
略
称
）
第
二
〇
巻
三
九
一
〜
二
頁
。

（
96
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
五
五
頁
。

（
97
）
『
公
用
方
』
一
六
〜
七
頁
。

（
98
）
「
井
伊
直
弼
試
論
（
上
）」
三
四
二
頁
。

（
99
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
二
七
三
〜
四
頁
。
五
月
の
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
枢
機
要
路
で
か
な
り
問
題
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
間
の
様
子

に
つ
い
て
は
、
慶
喜
附
の
平
岡
円
四
郎
が
左
内
に
も
た
ら
し
た
忠
固
の
内
輪
話
が
概
観
と
し
て
は
興
味
深
い
（『
昨
夢
』
第
四
巻
八
三
〜
四
頁
）。

（
100
）
「
掘
割
一
件
」
と
は
、
日
本
海
の
敦
賀
と
琵
琶
湖
北
岸
を
つ
な
ぐ
運
河
掘
削
の
問
題
で
、
そ
の
大
筋
に
つ
い
て
は
吉
田
常
吉
『
安
政
の
大
獄
』（
吉
川
弘
文

館
、
平
成
三
）
九
一
〜
一
一
五
頁
を
参
照
。
井
伊
家
は
流
通
商
権
の
侵
害
と
見
て
そ
の
阻
止
に
傾
注
し
た
が
、
幕
府
サ
イ
ド
で
は
対
外
問
題
絡
み
で
朝
廷
工

作
の
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
た
筈
で
、
こ
の
点
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
鈴
木
栄
樹
「「
京
都
御
備
」
と
し
て
の
安
政
期
の
湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
」『
人
文

学
報
』
一
〇
四
号
（
二
〇
一
三
年
）。

（
101
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
六
巻
三
二
三
〜
四
頁
・
三
四
六
頁
、
第
七
巻
三
七
〜
八
頁
。

（
102
）
『
大
日
本
近
世
史
料

柳
営
補
任
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
三
八
〜
四
四
年
）
第
六
巻
五
七
〜
九
頁
。

（
103
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
五
三
四
頁
。

（
104
）
『
橋
本
景
岳
全
集
』
第
二
巻
三
九
一
頁
。

（
105
）（
107
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
四
一
〜
二
頁
。

（
106
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
一
四
頁
。

北研 53 (4・40) 378

論 説



（
108
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
九
一
頁
。

（
109
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
六
七
頁
、
な
お
こ
の
依
頼
に
対
す
る
井
伊
へ
の
伺
い
は
、
後
述
す
る
二
〇
日
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
そ
れ
以
前
に
依

頼
が
あ
っ
て
再
度
の
内
願
の
よ
う
に
読
め
る
。

（
110
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
六
三
頁
。

（
111
）
同

前

一
三
五
頁
。

（
112
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
一
九
一
・
一
二
三
〇
・
一
六
一
〇
〜
一
一
。

（
113
）
『
岩
倉
公
実
紀
』（
岩
倉
公
旧
蹟
保
存
会
、
昭
和
二
年
）
上
巻
二
一
〇
頁
。

（
114
）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
七
巻
二
三
一
・
二
三
四
頁
。

（
115
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
五
四
頁
。

（
116
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
六
三
〇
・
一
七
〇
一
。

（
117
）
『
公
用
方
』
二
二
頁
。

（
118
）
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
七
巻
二
二
一
頁
。

（
119
）
『
鹿
児
島
県
史
料

斉
彬
公
史
料
』（
昭
和
五
六
〜
九
年
）
第
三
巻
一
〇
一
一
頁
。

（
120
）
同

前

一
〇
三
六
頁
。

（
121
）
多
少
混
乱
す
る
の
は
、
斉
彬
が
慶
永
に
宛
て
て
も
同
様
の
内
容
を
書
き
送
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
「
志
印
」「
本
印
」
さ
ら
に
「
本
郷
御
守
殿
」（『
昨
夢
』

第
三
巻
三
三
〇
〜
三
頁
）
等
の
表
記
が
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
他
に
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
九
五
頁
を
参
照
）。

（
122
）
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
安
政
六
年
六
月
三
日
勝
義
邦
書
信
の
条
イ
メ
ー
ジ
〇
九
八
一
。

（
123
）
『
橋
本
景
岳
全
集
』
第
二
巻
九
二
八
頁
。

（
124
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
四
一
頁
。

（
125
）
『
外
国
関
係
文
書
』
第
二
〇
巻
四
四
五
〜
七
頁
。

（
126
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
七
五
頁
。

（
127
）
『
外
国
関
係
文
書
』
第
二
〇
巻
四
六
六
〜
八
頁
。

（
128
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
八
七
頁
・『
橋
本
景
岳
全
集
』
第
二
巻
九
五
三
〜
四
頁
、
な
お
以
下
の
行
論
で
述
べ
る
よ
う
に
海
防
掛
が
堀
田
帰
府
の
頃
か
ら
条
約
調

印
強
行
の
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
昨
夢
』
第
三
巻
三
四
五
頁
。
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（
129
）
『
橋
本
景
岳
全
集
』
第
二
巻
九
五
三
頁
。

（
130
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
六
三
一
。

（
131
）（
133
）
『
外
国
関
係
文
書
』
第
二
〇
巻
四
六
八
〜
七
二
頁
・『
公
用
方
』
一
七
頁
・『
昨
夢
』
第
四
巻
一
九
二
〜
三
頁
。

（
132
）
『
公
用
方
』
一
八
頁
。

（
134
）
『
昨
夢
』
第
四
巻
一
九
〇
〜
五
頁
。

（
135
）（
138
）
『
昨
夢
』
は
、
一
九
日
の
宗
城
来
邸
を
「
巳
の
刻
」
午
前
一
〇
時
頃
と
し
（
第
四
巻
一
九
〇
）、
井
伊
の
二
〇
日
付
け
宗
城
宛
書
簡
も
「
昨
日
は
早
朝

よ
り
御
投
駕
」
と
記
す
（『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
六
五
〜
六
頁
）。

（
136
）
『
井
伊
家
史
料
』
第
七
巻
六
五
〜
六
頁
。

（
137
）
『
忠
固
日
記
』
Ｓ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
一
一
│
一
六
五
一
。

（
139
）
『
公
用
方
』
一
九
〜
二
二
頁
。
な
お
、
こ
こ
に
到
る
ま
で
の
彦
根
藩
邸
内
の
評
議
動
向
に
つ
い
て
は
母
利
美
和
「
井
伊
直
弼
の
政
治
行
動
と
彦
根
藩
」
が
直

弼
襲
封
以
降
の
同
藩
の
意
思
決
定
過
程
を
俯
瞰
す
る
中
で
そ
の
展
開
を
押
さ
え
て
い
る
（
佐
々
木
克
『
幕
末
維
新
の
彦
根
藩
』〔
彦
根
市
教
育
委
員
会
、
二
〇

〇
一
年
〕
一
二
〇
〜
三
頁
）。
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A study of Naosuke Ii’s politics,
an aspect of political strife at the Bakumatzu Era (2)

Hisashi KIKUCHI

In 15 years of the Bakumatzu Era (1853-68), the first half for seven or
eight years is known as a cycle of reform and reaction by Shogunate
government. Reform was performed by senior shogunal ministers
Masahiro Abe and Masayoshi Hotta, and Naosuke Ii, a chief minister, is
considered that he advanced subsequent reactionary politics. Then, how
did Ii stand out in reform politics and how did he advance reactionary
politics? In this study, I regard this theme as a case where a traditional
council system brought about arbitrary decision and despotism, and try
to make clear this mechanism.
In the former number (1), I pursued the following changes. After

Masahiro Abe died by a disease, Masayoshi Hotta made his regime by
choosing new members of the Cabinet but this reorganization led to
Naosuke Ii’s chief minister appointment soon. In this number (2), I follow
the process which Ii overwhelmed the political rival of the Cabinet and
made his organization.
Although Ii was promoted to a chief minister thanks to his large feudal

domain and having been the distinguished family, he had not experienced
government business unlike other senior shogunal ministers. Therefore,
he was regarded just as a backbench member by others at the beginning.
In order to have the leadership under these circumstances, Ii was going
to pull out a Shogun’s sustentation and get the plurality of the Cabinet.
However, a Shogun and its close attendants refused an excessive
sustentation, and ask Ii for independent political-affairs processing. How
did Ii cope with that? In this number, I explore this issue.

Summary 北研 53 (4・140) 478

The Hokkai-Gakuen Law Journal Vol. LIII No. 4




